
第７２回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

報 告 第 ３ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ４ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ５ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ６ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ７ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ８ 号 平成２７年度（第１８期）株式会社神崎フード経営状況報告の件

報 告 第 ９ 号 平成２７年度（第２０期）株式会社グリーンエコー経営状況報告の件

報告第１０号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件

報告第１１号 平成２７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

の結果報告の件

報告第１２号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

第６７号議案 神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例制定の件

第６８号議案 神河町デジタル防災行政無線システムの設置及び管理に関する条例制

定の件

第６９号議案 神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定の件

第７０号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件

第７１号議案 平成２８年度神河町一般会計補正予算（第３号）

第７２号議案 平成２８年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第１号）

第７３号議案 平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

第７４号議案 平成２８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

第７５号議案 平成２８年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

第７６号議案 平成２８年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

第７７号議案 平成２８年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）

第７８号議案 平成２８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１号）

第７９号議案 平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）
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第８０号議案 平成２８年度神河町水道事業会計補正予算（第２号）

第８１号議案 平成２８年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

第８２号議案 平成２８年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）

第８３号議案 平成２７年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第８４号議案 平成２７年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第８５号議案 平成２７年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第８６号議案 平成２７年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第８７号議案 平成２７年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第８８号議案 平成２７年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第８９号議案 平成２７年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第９０号議案 平成２７年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第９１号議案 平成２７年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件

第９２号議案 平成２７年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件

第９３号議案 平成２７年度神河町水道事業会計決算認定の件

第９４号議案 平成２７年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第９５号議案 平成２７年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

第９６号議案 神河町峰山高原スキー場設備整備工事請負契約の件
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神河町告示第101号

第72回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

平成28年８月29日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 平成28年９月６日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

藤 原 裕 和 小 寺 俊 輔

藤 原 日 順 松 山 陽 子

山 下 皓 司 三 谷 克 巳

宮 永 肇 小 林 和 男

藤 原 資 広 廣 納 良 幸

藤 森 正 晴 安 部 重 助

○応招しなかった議員

な し
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平成28年 第72回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成28年９月６日（火曜日）

議事日程（第１号）

平成28年９月６日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 報告第３号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

報告第４号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

報告第５号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

報告第６号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

報告第７号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第５ 報告第８号 平成27年度（第18期）株式会社神崎フード経営状況報告の件

日程第６ 報告第９号 平成27年度（第20期）株式会社グリーンエコー経営状況報告の件

日程第７ 報告第10号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件

日程第８ 報告第11号 平成27年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の結果報告の件

日程第９ 第67号議案 神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例制定の件

日程第10 第68号議案 神河町デジタル防災行政無線システムの設置及び管理に関する条

例制定の件

日程第11 第69号議案 神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第70号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

日程第13 第71号議案 平成28年度神河町一般会計補正予算（第３号）

日程第14 第72号議案 平成28年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第１号）

日程第15 第73号議案 平成28年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第16 第74号議案 平成28年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）

－５－



日程第17 第75号議案 平成28年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第18 第76号議案 平成28年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第19 第77号議案 平成28年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）

日程第20 第78号議案 平成28年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第21 第79号議案 平成28年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）

日程第22 第80号議案 平成28年度神河町水道事業会計補正予算（第２号）

日程第23 第81号議案 平成28年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第24 第82号議案 平成28年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）

日程第25 第83号議案 平成27年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第84号議案 平成27年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第85号議案 平成27年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第86号議案 平成27年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第87号議案 平成27年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第88号議案 平成27年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第89号議案 平成27年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第90号議案 平成27年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第91号議案 平成27年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第92号議案 平成27年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第93号議案 平成27年度神河町水道事業会計決算認定の件

第94号議案 平成27年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第95号議案 平成27年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 報告第３号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）
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報告第４号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

報告第５号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

報告第６号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

報告第７号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第５ 報告第８号 平成27年度（第18期）株式会社神崎フード経営状況報告の件

日程第６ 報告第９号 平成27年度（第20期）株式会社グリーンエコー経営状況報告の件

日程第７ 報告第10号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件

日程第８ 報告第11号 平成27年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の結果報告の件

日程第９ 第67号議案 神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例制定の件

日程第10 第68号議案 神河町デジタル防災行政無線システムの設置及び管理に関する条

例制定の件

日程第11 第69号議案 神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第70号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

日程第13 第71号議案 平成28年度神河町一般会計補正予算（第３号）

日程第14 第72号議案 平成28年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第１号）

日程第15 第73号議案 平成28年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第16 第74号議案 平成28年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第17 第75号議案 平成28年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第18 第76号議案 平成28年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第19 第77号議案 平成28年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）

日程第20 第78号議案 平成28年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第21 第79号議案 平成28年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）

日程第22 第80号議案 平成28年度神河町水道事業会計補正予算（第２号）

日程第23 第81号議案 平成28年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第24 第82号議案 平成28年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）
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出席議員（12名）

１番 藤 原 裕 和 ７番 小 寺 俊 輔

２番 藤 原 日 順 ８番 松 山 陽 子

３番 山 下 皓 司 ９番 三 谷 克 巳

４番 宮 永 肇 10番 小 林 和 男

５番 藤 原 資 広 11番 廣 納 良 幸

６番 藤 森 正 晴 12番 安 部 重 助

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 坂 田 英 之 係長 槇 良 裕

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 ひと⋞まち⋞みらい課長

副町長 細 岡 重 義 藤 原 登志幸

教育長 澤 田 博 行 建設課長 真 弓 俊 英

町参事 野 邊 忠 司 地籍課長 児 島 則 行

町参事 谷 口 勝 則 上下水道課長 中 島 康 之

総務課長 日 和 哲 朗 健康福祉課長 大 中 昌 幸

総務課参事兼財政特命参事 会計管理者兼会計課長

児 島 修 二 山 本 哲 也

情報センター所長 藤 原 秀 洋 病院事務長 藤 原 秀 明

税務課長 和 田 正 治 病院総務課長兼施設課長

住民生活課長 吉 岡 嘉 宏 藤 原 広 行

住民生活課参事兼防災特命参事 教育課長 松 田 隆 幸

田 中 晋 平 教育課参事兼地域交流センター所長

地域振興課長 石 堂 浩 一 児 島 浩 一

地域振興課参事兼観光振興特命参事

山 下 和 久

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

定例会開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
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本日ここに第７２回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位並びに執行

部におかれましては定刻までに御参集を賜り、開会できますことは、町政のため、まこ

とに御同慶にたえません。

ことしの夏は、史上最高の暑さと報道されました。その厳しかった暑さもようやく落

ちつき、朝晩、秋の兆しを感じる好季節となりました。稲穂も色づき、収穫が始まって

います。しかし、台風１０号の豪雨により岩手県や北海道で堤防の決壊による浸水等で

多くの方が多大の被害を受けられています。ここに謹んでお見舞いを申し上げます。

幸い台風１２号の近畿地方への上陸は回避できたものの、新たな台風の発生も懸念さ

れることから、今後も警戒を怠ることなく、早目の対応を心がけなければなりません。

国の２０１７年度予算概算要求も、社会保障費の増や北朝鮮の弾道ミサイル発射への

対応強化による防衛費の増などで１０１兆円、３年連続で１００兆円超えとなり、年末

にかけて予算配分の攻防が始まります。私たち中山間地域の自治体の実態を十分考慮し

ていただき、「国づくりは地方から」を忘れないでほしいと訴えるものであります。

さて、今次定例会に町長より提出されます案件は、後ほど議会運営委員長から報告が

ありますが、報告、条例の制定及び一部改正、平成２８年度各会計補正予算、平成２７

年度一般会計並びに特別会計、企業会計歳入歳出決算認定の３８件であります。いずれ

も町政にとって重要な案件であります。議員各位には、格別の御精励を賜りまして適正

妥当な結論が得られ、結果として町民の負託に応えられるよう望みまして、開会の挨拶

といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。

第７２回神河町議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

ことしの夏も全国各地域で記録的な猛暑日が続き、神河町も暑い日が続いたところで

ございます。しかしながら、私自身が感じておりますのは、比較的湿度が例年に比べて

低く、しのぎやすかったのではないかなとも思った次第でございます。

心配しておりました大型の台風１２号につきましては、当初九州に上陸してから西日

本に進路をとり、大雨、暴風雨の危険がありましたが、御承知のとおり熱帯低気圧に変

わり、大きな被害は免れ、一安心といったところでございます。

一方、ことしは台風の発生が極端に少なく、８月中に発生した台風はもう全てと言っ

てよいほど関東から東北、さらに北海道に進路をとり、当該地域に甚大な被害をもたら

した結果となっております。改めまして被災地の皆様に心からのお見舞いを申し上げ、

一日も早い復旧復興を願うところでございます。

さて、８月、ブラジルで開催されましたリオデジャネイロオリンピック、大会２日目

には水泳の萩野公介選手が男子４００メートル個人メドレーで金メダルを獲得してから

は、連日のように日本代表選手のメダルラッシュが報道され、メダル総数は史上最多の
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４１個に上るなど、今大会での日本選手団の活躍は際立ち、私たちにたくさんの勇気と

感動を与えてくれました。

団体演技においての体操、卓球、そして陸上競技の４００メートルリレーなど、個々

人の力以上のものが発揮されている姿を見て、個々人のパワーはもちろんですが、何よ

りもバトンをつなぐ、気持ちをつなぐ、チーム力を高めていく、このことの重要性を改

めて実感したところでございます。

２０２０年には東京オリンピックが開催されるわけであります。東京オリンピックへ

の期待が高まるとともに、神河町出身の選手が輩出されることを楽しみにしたいと思っ

ているわけでございます。

また、６日に開催されました第１１回かみかわ夏まつりは、開始直前に大雨警報とと

もに猛烈な雨が降る中、開催も心配しておりましたが、結果は１５分前にはぴたりとや

んで、予定どおり開催することができました。多くの方々から、こんな間近に花火を楽

しめるのは神河町だけです、毎年来てるんですなど、姫路や神戸方面からも多くの来場

者の中、締めくくりは０００人の来場者の真上に上がる０００発の花火が大輪の花

を咲かせ、神河町夏の最大イベントが幕を閉じたところでございます。神河町誕生以来、

このイベントを支えていただいています皆様に心からの感謝を申し上げたいと思います。

次に、重要政策の一つであります峰山高原スキー場建設につきましては、９月より工

事入札に取りかかり、来年１２月のオープンに向けてスタートを切る運びとなっており

ます。また、地域創生事業の一つ、神河町就業プログラム⋞ママトピア神河も９月より

旧川上小学校を中心にスタートしておりますが、この事業、とりわけシングルマザー支

援事業につきましては、この間マスコミ等で大きく取り上げていただいているところで

すが、このたび９月９日金曜日、朝日放送１７時からの番組「キャスト」で神河町の地

域創生の取り組みとして放送されますので、御紹介させていただきます。

さて、本日は、第７２回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様の御

出席を賜り、議会が開催されますこと、厚くお礼申し上げます。

今定例会には、報告９件、条例制定、改正案件４件、平成２８年度補正予算１２件、

そして平成２７年度各会計の決算認定１３件の合わせて３８件でございます。議員各位

には慎重審議いただき、御承認、可決賜りますよう衷心よりお願いを申し上げまして、

開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。

⋞ ⋞

午前９時０８分開会

○議長（安部 重助君） ただいまから第７２回神河町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達していますので、本日の会議

を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

⋞ ⋞

－１０－



日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（安部 重助君） 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長から指名いたします。

１番、藤原裕和議員、２番、藤原日順議員、以上２名を指名します。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、先般開かれました議会運営委員会の決定

事項について委員長から報告を受けます。

山下皓司議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（山下 皓司君） おはようございます。

それでは、過日開催をいたしました議会運営委員会の報告をいたします。

去る９月１日、議会運営委員会を開催しまして、議長からの諮問を受けまして、本定

例会の議事運営について協議をいたしました。決定した事項を御報告申し上げます。

まず、会期の日程でありますが、本日から９月２８日までの２３日間と決しておりま

す。

町長から提出されます議案等は、議長なりからございましたように、報告９件、条例

の制定及び一部改正４件、補正予算１２件、神河町一般会計、特別会計、企業会計の２

７年度の決算認定１３件、合わせまして３８件であります。また、陳情１件を受理して

おります。

議事日程につきましては、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。

本日第１日目とあすの第２日目は、提案説明の後に質疑を行い、報告第３号から第１１

号については了承、第６８号議案から第７０号議案については表決をお願いすることに

しております。

第６７号議案は峰山高原スキー場整備事業調査特別委員会に、第７１号議案は総務文

教常任委員会に、それぞれ審査を付託することにしております。

第７２号議案から第８２号議案の特別会計、企業会計補正予算は、第６日目の最終日

採決としております。

第８３号議案から第９５号議案の各会計決算認定については、一括して提案説明を受

けた後に、清瀬代表監査委員から平成２７年度各会計決算について審査の結果を報告し

ていただきます。決算認定に伴う質疑は、第３日目と第４日目に行い、設置いたします

決算特別委員会に審査を付託することにしております。

なお、決算特別委員会は、議会運営基準第１２０条の規定により、議長を除く１１人

を選任することにしております。

一般質問につきましては、事前に通知のとおり、通告締め切りを８月２９日の午後３

時とし、通告があった４名の議員により本会議第５日目の２０日に行います。

２８日の最終日は、委員会に付託しました議案の審査報告の後、表決をお願いするこ

ととしております。
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なお、閉会中に受理しております陳情書１件については、議会運営基準第１４０条、

１４２条の規定により、その写しを配付しておりますので、御確認ください。

以上のとおり、今期定例会の会期日程及び議事日程等について決定し、議長にお願い

をしております。議員各位には格段の御協力をお願い申し上げます。

以上で議会運営委員会の報告を終わります。よろしくお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 議会運営委員長の報告が終わりました。

それでは、日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（安部 重助君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月２８日までの２３日間といた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら９月２８日までの２３日間と決定しました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸報告

○議長（安部 重助君） 日程第３、諸報告でございます。

監査委員より例月出納検査の監査報告を提示していただいております。お手元にその

写しを配付していますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別表一覧表として配付しています。

なお、各委員会の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきま

す。

まず、総務文教常任委員長、お願いします。

宮永委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） おはようございます。

総務文教常任委員会の委員長、宮永でございます。閉会中の調査事項について御報告

をいたします。

まず、日時としては、８月１８日８時５７分から１６時５７分まで、委員８名と執行

部の各課長の出席のもとに開催をいたしました。

調査事項については、閉会中の調査事項として各課に通告した課題について報告を受

けたので、各課ごとに報告をいたします。各課の報告資料は、お手元に配付されている

とおりでございますが、報告の内容について委員から発せられた質疑、意見、提言等と

行政側からの応答の主なものを紹介をいたします。

報告資料の構成は、事務事業進捗管理シート、課運営目標管理シート、重要事業目標

管理シート等によるものであります。

－１２－



各課ごとの質疑応答について、とりあえず主なものということで選び出したもので御

報告をいたします。

まず、教育委員会⋞教育課については、澤田教育長、松田教育課長、藤原良喜教育課

参事、藤山副課長より、資料の説明、報告を受けました。主な質問、答弁について報告

します。

まず、学校の施設整備に関するものの質問でございます。保護者の方からの指摘でご

ざいますが、寺前幼稚園にはエアコンがつけられていないということでありました。こ

のところ常識的に考えられない猛暑で、熱中症等の事故予防にも必要ではないかと思う

ので、町内の幼稚園、小学校での状況はどのようになっているのか知らせていただきた

いというところでございました。

まず、これに対しての御答弁は、寺前幼稚園、長谷幼稚園、越知谷小学校、長谷小学

校にはつけられていません。寺前幼稚園には、年度当初に予算計上をいたしておりまし

たが、枠内の優先順序で次年度に送るという計画になっておりましたので、来年度はし

っかりと実施いたしますとの答弁でございました。

また、自然学校が来年から９月実施との報告というのを受けまして、これについて、

１週間学校から離れることになるのだそうでございますが、９月は運動会がある時期で

ございますから、運動会の時期を変更するものかどうかということで、そのあたりの調

整はどうなりますかということでの質疑を受けました。

これに対して、来年度９月の話というのは、利用施設である南但馬自然学校の事情関

係で、県から時期の割り当てがございまして、来年度は９月となったものでございます。

来年の９月の予定、またそれ以降についてもどうするのか、校長会で検討するようにと

伝えておりますとの答弁でございました。

また、最近、組み体操をさせることの賛否、是非等の議論が全国的に高まっているよ

うでございますが、神河町ではどのように考えているのですかという質問でございまし

た。

これに対して、今年度の校長会で協議をしました。教育委員会としても、学校の十分

な管理のもとで実施することについては可であるということの結論が出ておりまして、

中学校、小学校には通知をし、校長会での相談でもそのように決定をいたしましたとの

報告でございます。

越知谷小学校においては、学校の特色を出したいということで一輪車の取り組みをす

るという報告を受けておるそうでございまして、これの安全確保という面からも十分に

協議を重ねて、どうするのかということを各学校で検討していくというように御理解願

いたいということでございました。

それから、公民館についての意見でございます。社会教育、中には学校教育もあるか

もしれませんが、高齢者対象の施設というものではないと思いますので、全域の幅の中

で公民館を有効に活用してもらって、生涯教育をしていただかないと、異常気象による
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災害や地震災害による万一の事態における対応について学び、話し合いや議論をする、

そういう場所づくりも必要なのではないかと思いますという意見でございまして、それ

に限らず、公民館を幅広い年代の中で有効に活用するような形で運営していただきたい

という要望でございまして、本件については、機会あるごとの発言でございまして、そ

れについては、まだ的確なる御答弁というものはいただいておりません。

まちづくりの骨格とすべきものでありますから、それぞれの思いを確かめ合う場所と

いうことでの活用というものも、いろいろと御検討いただければありがたいというとこ

ろでございます。

次に、情報センターでございまして、藤原秀洋情報センター所長より資料の説明報告

を受けました。主な質疑応答について報告します。

現在のケーブルテレビが防災行政無線に切りかえられることになりますが、なかなか

わかりにくい部分がありますので、簡単に要約すると、どのようになるのですかという

質問でございまして、これに対して、現在ケーブルテレビの基本サービスとしては、テ

レビの視聴、告知放送、電話のサービスと３つのサービスがあります。それに加えてイ

ンターネットの接続の部分がありまして、さきに上げた３項目については、大河内エリ

アでは０００円、神崎エリアでは８００円の料金をいただいているという状況であ

りまして、そのうちで来年の４月からは放送の部分が防災行政無線に移管されてなくな

ります。それによって町民サービスへの影響が生ずるということについては、現在のと

ころではないというふうな考えでおります。

ただし、現在、事業者の方がケーブルテレビの告知放送を利用されて、コマーシャル

や従業員募集などの放送を有料で行ってる部分がありますが、これは放送法の関係で今

後はできなくなるということで考えております。しかし、お悔やみのお知らせについて

は、全町内一斉の放送が流れるということで、これまでたびたび要望がございましたが、

そういうことが実現をするということでございます。

電話については、２９年、３０年に切りかえ工事が行われていく予定でございますが、

それによって生ずる不便とか課題等の有無や対応については、関連の生ずる各課とも相

談をしながら進めるということで、いずれ公式のスケジュールとしてお知らせをするこ

とになると思いますと、こういう答弁でございました。

それから、総務課につきましては、岡部副課長、児島修二総務課参事兼財政特命参事、

日和総務課長より資料の説明報告を受けました。主な質問、答弁について報告をします。

まず、平成２８年２月１３日に南小田地内において発生しました交通事故の損害賠償

の経過報告を受けました。このことについて、再発防止を含めた意味で各委員からの発

言がありまして、単に経過の報告にとどまらず、報告の仕方、あり方、情報の共有のあ

り方、公用車の扱い方にかかわる意識の持ち方、最近、立場はそれぞれ異なりますが、

新しい顔ぶれの職員がふえていることもあって、庁内の空気も徐々に変わりつつあると

ころから、各委員から、新旧職員のチームワークによる協働と役場事業の推進力を期待
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する意味からも、新旧職員の資質の向上、情報の共有等についての発言が続きました。

個々の発言について述べるには、時間の都合もありますので、趣旨要約としましたが、

それぞれの答弁で、いろいろとその都度の答弁でいただきましたが、最終的に日和課長、

谷口町参事、それから細岡副町長から前向きに取り組んでまいりますとの答弁をいただ

きましたので、次期の調査委員会において改めてその取り組みの進捗を確認をさせてい

ただこうと考えておりますので、委員各位を含め行政執行部にお願いをしておきたいと

思います。

また、本年度のふるさと納税についての質問がありまして、これについては、当初予

算で４００万円相当の納税収入を見込んでおりますとの答弁でございました。

また、長期財政計画に関する質問として、普通交付税が全国で ６％ぐらいの減とい

うことで話が出ておりましたが、２８年度の決定額がわかれば知らせてくださいという

ことでのお尋ねでございまして、これについては調整額を差し引いた額で２７億４８

４万０００円となりますという御答弁で、またあわせて臨時財政対策債の額も知らせ

てほしいということでございまして、これについては２億６３４万０００円という

額でございました。

次に、ひと⋞まち⋞みらい課について、藤原登志幸課長、野邊町参事より資料による

報告を受けました。主な質問と答弁について報告します。

特に委員会のほうとしても非常に興味を持って林業関係ということでお話を聞かせて

いただいたというふうなことでございましたので、ここにまとめさせていただきました。

林業戦略を聞かせてくださいということで、町内産木材の使用ということについて、昔

は産地の明記等で区別もできていたようですが、町内に製材業者も少なくなった現在、

どのような施策、対策を考えておられますかという質問でございました。

これに対して御答弁をいただきましたのが、現状における試案ということで報告をい

たしますということで、これから木材組合、関係者の方々とも打ち合わせをしながら進

めていきたいと考えているところですが、まず素材生産業者、当町では森林組合が中心

と思いますが、山林で伐採をして、寺前の土場まで持ち込まれて、木材の仕分けをされ

ることになります。そのときに、町内の製材業者が丸太を購入して、自社で製材をされ

ると製品というものになります。その製品を地元の大工さんや工務店がそれを使った建

築や加工品というものをつくると、そういうことで一つの町産材の流通の流れというも

のができるというふうに考えておりますということでした。今後、このような考え方の

もとに、森林組合や町の木材組合など関係者の方々と打ち合わせをしながら進めていき

たいと考えておりますということでございました。

また、別の角度から、兵庫県では県産材というものを出されて、使われている状況で

ございますということで、以前、国では、地域材ということで地域で流通している材木

ということで、当然のことながら、そこでは外材も含まれていますという理屈でＷＴＯ

協定を切り抜けていたということでございました。
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現在の取り組み策においては、まず地元にお金が落ちないといけないというふうな最

終目標がございまして、地元でお金を回さなければいけないという一つの目標がござい

ます。わざわざよそからお金を払って買ってくるのもおかしな話でございますから、地

元の製材工場が取り扱う材木を基本にしなければいけないというふうに考えております

ということでありまして、その中で町産材の割合を少しでもふやしていけるというふう

に取り組んでいきたいと考えておりますと、こういう趣旨のお話をいただきました。

それと、会計課。会計課は、山本哲也会計管理者兼会計課長から資料による説明を受

けました。資料は、懇切丁寧に説明をされておりまして、特に取り上げて質疑というと

ころはございませんでした。

次に、税務課でございましたが、和田正治税務課長より資料による説明を受けました。

これは毎年同じ時期に出てくる課題というふうなことでのやりとりはございましたが、

特にここで取り上げる質疑等はございませんでした。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 総務文教常任委員長の報告が終わりました。

次に、民生福祉常任委員長、お願いいたします。

小林和男委員長。

○民生福祉常任委員会委員長（小林 和男君） 失礼いたします。民生福祉常任委員長の

小林です。ただいまより委員会報告をいたします。

去る８月１７日、民生福祉常任委員会を開催し、平成２８年度主要事業の執行状況に

ついて説明を受け、調査を行いました。報告内容については、全ての委員会資料が議員

各位に配付されておりますので、詳細な報告は割愛させていただき、主な内容に絞り、

御報告させていただきます。

まず、公立神崎総合病院事業については、６月末の執行状況です。外来患者数は前年

度対比１％の増、入院患者数は前年度対比 ９％の増となっており、医業収益は３０億

１３４万０００円で、前年度対比６９９万２２６円の増益となっております。

あわせて訪問看護事業、介護療育事業の執行状況について報告を受けました。

次に、その他の報告として、 新公立病院改革プランの策定状況について、 公立病

院のネットワーク化に係る計画の取り組み状況について、 大阪医科大学地域医療体験

について、 神戸大学地域医療夏季セミナーについての報告を受けました。また、 と

して、北館改築関係として、６月２０日に株式会社内藤建築事務所と業務設計及び実施

設計を契約しました。その後、病院職員によるプロジェクト会議、それから病院執行部

による幹部会を立ち上げたとの説明を受けております。

以上が病院からの説明です。

次に、主な質疑応答の報告をします。

質問の１として、病院事業費用の中で経費が去年と比較すると６７０万余り減ってい

るが、その要因はという質問です。

これに対する回答として、昨年度は北館を中心に老朽化で即対応しなければならない
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修繕箇所が結構多かったのが、今年度は現状のところではそれほど修繕箇所が出ていな

いのが一番大きな要因です。

次に、質問の２として、小児療育事業で、就学前の該当児が昨年と比較すると２倍近

くふえているが、その要因は何かという質問です。

これに対する回答として、就学前児のふえている要因は、全国的にも療育が必要な方

がふえているという状況の中で、ケアステーションの職員が学校や各地区に積極的に出

向いている成果と思っている。

次に、質問の３として、この１年間、医師の増減等、異動状況はどうなっているのか

という質問です。

これに対する回答として、医師の異動については、整形外科の医師が昨年１名退職し

ました。その後任として、大学から通常は若い医師１名派遣なのが、今年度から２名送

ってきていただいております。医師修学資金制度の第１号である藤井裕子先生が初期研

修を終え、この４月から内科医として勤務をしています。

次に、質問の４として、訪問医療を既に町内で取り組んでおられる方があるが、この

取り組み状況と対象となる在宅の患者さんの状況と医院の先生方とのつながりの状況等、

地域包括ケアシステムの中へどう取り組んでいくのかという質問です。

これに対する回答として、神崎訪問診療クリニックについては、今、患者さんが３６

人ほどと聞いております。大体２週間に１度のペースで訪問診療しているのが通例であ

るが、重症の方で週に１回の方はあるのですが、徐々に訪問診療の利用もふえているの

で、訪問診療クリニックとしてはマンパワーが必要になってくるようです。神崎総合病

院としては、訪問診療クリニックと月１回の会議を行っていますが、９月からは神崎病

院の医師も１人、その訪問診療クリニックの契約している患者さんに対して、訪問診療

クリニックへ派遣をした形で訪問診療に加わるということになりました。そこで、本当

に訪問診療の内容をはっきりと把握したり、それによる今後の当院の取り組みをどうし

ていくのかということを方向づけるきっかけづくりにし、どういう形で今後連携をして

いくかということで調整をしている状況です。

以上が病院関係の報告です。

次に、健康福祉課についての報告に入ります。

１、課運営目標、２、重要事業目標、３、事業執行状況、４、支庁舎窓口受け付け等

の状況についての記載の説明を割愛しておりますが、全ての事業は順調に推移しており、

特に、疾病予防、健康増進事業の取り組みは今後の成果にあられるものと期待していま

す。５、閉会中の継続調査についての報告として、 地域包括ケアシステム構築の推進

状況、 介護保険法改正に伴う関係事業の取り組み、検討について、 障害者施設整備

の検討状況について説明、その他として、①民生児童委員の改選について、②低所得者

高齢者向け交付金の受け付けと申請について、③神河町第２期健康増進⋞食育推進計画

策定委員会の開催について、④神河町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の制定につい
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て、次に、９月定例議会提案案件について、補正予算、①一般会計４件、②介護保険事

業特別会計１件の説明を受けております。

次に、主な質疑応答の報告をします。

質問１として、生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の制定について、適用対象者はど

のような状況の人なのかという質問です。

これに対する回答として、知的障害がある方で、糖尿病で壊疽が進行し、毎日ガーゼ

交換をする必要があり、現在は入院中です。今は病院で治療中だが、退院後、家に帰っ

て、本来であれば治療行為も本人にしてもらいたいのですが、そういったことができな

いということで、短期的に施設に入所して生活訓練を受け、うまくいけば家でまた暮ら

せるように誘導していくものですという説明でした。

質問の１の関連質問として、要綱の中に短期宿泊は介護保険の認定との絡みとは全く

別なのか、反対に言えば、介護認定を受けていない人のみが対象なのかという質問です。

これに対する回答として、介護保険の認定を受けても介護１未満の認定しか出ないの

で、短期入所というのは利用できない。もし１が出たとしても、介護保険での特養の生

活は基本的に要介護３からということで、入所もできません。ここでの要綱は、養護老

人ホームの入所についての措置として、比較的自立した方で、何らかの援助があれば生

活ができるような方が養護老人ホームへの措置を町長がするということであり、基本的

には家がないであるとか、低所得であるとか、そういったことも大きな要因ではありま

す。この要綱での対象施設としては、特別養護老人ホームは空きベッドがない状況なの

で、養護老人ホームというのが前提となります。

次に、質問２として、障害者施設整備の検討状況について、富山型デイサービスとい

う表現がありますが、現在ある特別養護老人ホームにお願いして施設を併設するのか、

検討の実態は非常に厳しいのではないかという質問です。

これに対する回答として、一般的に言われている介護保険の通所施設と障害福祉サー

ビスの障害施設が、それぞれ入り口が別々で、中に入ったら一緒にいるというのが基本

的な富山型デイサービスと言われている。今考えているのは、時間差でやろうという考

え方です。例えば２時まで介護保険のデイサービス、２時半に次は障害者の方を迎えに

行って、７時まで預かります。施設の入り口は１つしかございませんが、要は時間差で

介護保険サービスと障害福祉サービスをやっていくというようなことを考えておられる

ようです。それについて許可を出すのは町なのですが、県にも相談したところ、とりあ

えず施設の利用の最大人員が１０名であれば、そういう形でも大丈夫であるという回答

を得ました。

それと、障害福祉サービスについては、初めからたくさんの人を受け入れずに、二、

三名ぐらいから始めて、経過を見ながら今後、例えば施設の増設とか移転とか、いろん

なことを考えておられるようなので、その事業所と私たち担当者等とで協議をしたいと

考えております。まだ具体的な話ではありません。
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次に、質問３として、低所得の高齢者向け給付金は全員に通知し、申請が出てない人

をどこまでフォローができているのかという質問です。

これに対する回答として、基本的には初回通知を出して、それでも来られない方は再

通知を出している。それで来られなかった方が ５％おられます。基本的には２回通知

をした中で、中にはこういうお金は私は受けとらないという方もおられます。いろんな

事情があるのですが、扶養の関係がつかめていないというのが実態というところです。

案内通知の中で、誰かの扶養になっていて課税になっていたらだめですよということも

書いているので、それを見てだめだと判断されておられる方もいるでしょう。そういう

要素はあります。ただ、リストの突き合わせとか、保健師が１度目を通して本当に来る

ことができない人なのかという点検はしていきたいという答弁でした。

次に、質問の４として、高齢者見守り事業の中のＱＲコード入りシールについて、も

う少し詳しく説明をという質問です。

これに対する回答として、このＱＲコードシール、現在全国的に認知症の方の高齢化

が進んでいるということで、認知症を患っておられる高齢者は我が町にも多くおられま

す。その中で、認知症という病気から問題行動はいろいろと出てきます。目的があって

出かけるが、行く場所を忘れてしまう。これがよく言う徘回という言葉なのです。一生

懸命思い出すために歩かれるのです。そういったお困りの方がおられるのではないかと

いうことも考えております。そこで、下着とか上の服とか、あるいは持ち物に張れるシ

ールなのですが、アイロンであるとかドライヤーの熱を加えると、靴だとか持ち物、杖

などに張りつけることができます。その中にはバーコードが付されてあるのですけれど

も、携帯電話のバーコード読み取りシステムをかざすことによって表示が出てくるので

す。

小野市さんの例でしたら、地域包括支援センターの電話番号が登録されており、こう

いった方を見つけられたら、ここに電話してください、そしたら情報をいただきました

地域包括としましては、家族さんに連絡をとりまして保護していくという、そういった

ことの一つのツールなのです。

このようなことを神河町も取り入れていこうと考えています。というのは、やはり徘

回されることによって事故に巻き込まれる、命をなくす、そういった危険性が高くなる

ので、できるだけ早いうちに保護できる方法を考えていくということと照らし合わせな

がら、もしそういった方が見つかって、おかしいなと思われたときにはどうするかとい

う周知を今からしていかないといけないのですが、その方法につきましては、現在、課

の中で議論を交わしているというところです。その中に、最寄りの警察署と地域包括支

援センターの連絡のものが映し出されるバーコードをつける予定です。郡内３町が大体

同じ時期にできればと、今議論を進めているところです。

以上が健康福祉課関係の報告です。

次に、住民生活課についてでございます。
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閉会中の継続調査申出書の案件として、 広域行政（ごみ収集⋞し尿処理）の今後の

行方について、配付資料に記載のとおり、神河町の考え方、福崎町、市川町、姫路市そ

れぞれの考え方の説明を受けております。続いて、 中播北部事務組合負担金⋞ゴミ処

理計画について、 防災⋞防犯対策の取り組み状況、 町営住宅の管理運営についての

説明を受けました。

次に、主な質疑応答の報告をします。

質問１として、防犯灯設置事業の補助金が適用期限をこれからということでなく、２

６年度まで遡及適用するということだが、これまで余り遡及適用の例はなかった。調整

会議でどういった話が出て遡及することになったのかという質問です。

これに対する回答として、適用日と施行日の関係が一般的に遡及適用は例外的なもの

であり、その可否については個々の事情に応じて判断が異なるということである。租税

等の国民に不利益な定めを遡及することはできないが、相手方に利益をもたらすという

ことについては、場合により施行日前後の状態の公平な扱い等の見地から、遡及適用も

必要に応じて許されるとされている。法令上は会計年度等は特に直接の関係はなく、会

計年度を越える遡及適用ができないとまでは考えられないので、自治体の判断次第であ

ると記載があり、最大どのぐらい遡及できるのかということについても、個別具体的な

判断が必要だとされているところを政策調整会議でも練って、そういう根拠に基づいて

結論を出したものであるという答弁でした。

また、この関連質問として、少子高齢化を食いとめる若者定住策ということで、目的

も神河町の定住化を促進するという大目標があって、そういった補助金制度をつくった

のに、そのときは適用せずに、今回のＬＥＤ化だけを適用するということは統一性がな

いのではないかという質問です。

これに対する回答として、政策調整会議の中でもその議論も出ました。当然、住宅政

策に関しての遡及適用の分も含めて、取り扱いに差異はないのかですが、防犯灯のＬＥ

Ｄ化については、集落が主体的に地球温暖化防止のために前向きに取り組んだ経過も含

め、そこは配慮をする必要があることになった。それから、もう一つ違うのは、若者定

住促進住宅のことに関しては、基本は国土交通省の補助事業を採択した上での適用とい

うことで年度内着工、年度内完成が前提の補助事業であり、補助事業が採択の前提でし

たが、防犯灯については、従来から町独自の要綱であり、その範疇の中で地域の取り組

みに対する考えを全体での考えというものに配慮したものです。

次に、質問の２として、柏尾団地の建てかえはどうなるのか、ここに住み続けたいと

いう人は優先するのかという質問です。

これに対する回答として、今ある柏尾団地は全て撤去し、新築する予定である。同じ

場所に建てるのか、新しい場所に建てかえるのか検討中であるが、今入居の方は優先で

新しいほうへ入っていただくというように思っている。

次に、質問３として、行政無線に関することで、ケーブルテレビの告知放送的な、災

－２０－



害があったときのお知らせが屋内と屋外から発信されるということですが、聴覚障害者

への対応というのは何か方法はとろうとしているのかという質問です。

これに対する回答として、先進自治体の事例も研究しながら、今後少し時間をいただ

いて調べさせていただきたいという回答です。

次に、質問４として、防災無線の関係で条例の中身で、①戸別受信機の貸与について

は、貸与を希望する者という書き方にしてあるが、本来この防災無線の趣旨からすると、

各家に絶対ないといけないものだと思うので、貸与を希望する者という姿勢がちょっと

弱いのではないかという思いがあります。その辺の考え方を教えてもらいたいのと、②

の外部アンテナの設置については、地理的な条件とか中継局を建てる場所の問題で個人

負担金を取るというのは、いかがなものかと思います。③戸別受信機については電気代

が要りますと書いてある。この防災無線の一つの売りの中では、停電時でも独自で持っ

ているので、電線が切れても大丈夫という説明も聞いてきたが、通常の家庭電気を使っ

ていて停電したら、戸別受信機が使えなくなるのかという心配がありますという質問で

す。

これに対する回答として、①まず貸与対象の希望する者という表現につきましては、

先進町の条例のひな形を参考にして条文を考えましたので、指摘のあったように表現を

検討する。２点目の外部アンテナのことについては説明が不十分な面もあり、一般家庭

については外部アンテナを無償で対応します。有償の場合の説明については、事業所及

び事務所の場合のみと、それから各家の２台目の場合のことです。基本１戸に１台戸別

受信機を配備する場合は、無線状態の悪い家屋のことも考えられますので、外部アンテ

ナとケーブルも含め、工事費も含めて無償で考えております。

３点目の戸別受信機の電気が停電の場合の対応ですが、戸別受信機に附属されており

ます電池を含め、屋外拡声公共物もバッテリーを内蔵しておりますので、一時的な停電

に対しては、その補充電源で対応できます。ここで説明しました世帯の負担となるのは、

継続的につないでいる場合、日々の起動する電源として、電池ではなく電源、一般家庭

から優先して使うので、その費用については各戸で負担していただくということが基本

的な考えとのことでした。

以上で民生福祉常任委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 民生福祉常任委員長の報告が終わりました。

次に、産業建設常任委員長、お願いします。

藤原裕和委員長。

○産業建設常任委員会委員長（藤原 裕和君） それでは、産業建設常任委員会の報告を

いたします。

９月定例議会前の産業建設常任委員会を８月９日に開催をいたしました。まず、その

中で重立ったものの報告とさせていただきます。

最初に、建設課の事務調査の関係では、寺前地内町道水走り中河原線、秋桜たうんの
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南側になるんですけれども、城山谷川の橋梁部分の工事、この部分については、ことし

の１１月の着工の予定で進められているとのことであります。

この工事については、委員より、通行どめが伴うということの質疑もありまして、地

元等への事前説明、この部分のお願い等がございました。また、水走り中河原線、この

道路の完成と福本地内の町道神崎⋞市川線と神崎⋞市川支線という、この工事もされて

おるんですけれども、以前からずっと続いておるんですけれども、この工事の完了、工

事の完成、これらについては、いつもの委員会で、いつになったら工事が完了するのか

というような意見が出されております。

課長からは、今の段階では、平成３１年度を目途に予算要求をして実施していきたい

との説明を受けております。

その他、委員からは、県道加美宍粟線、上小田地内の山越えの部分の坂の辻峠のトン

ネル、この部分のトンネルをという早期着工の看板、この看板の設置という部分の、以

前もそういうお話もあったんですけれども、ここら辺についての御意見や、町内にあり

ます県道、県がやられとるんですけども、草刈り、除草、これらについての意見、要望

が出ました。

次に、上下水道課の関係においては、水道の有収率の向上についての質疑がありまし

た。漏水という部分は、課長より、漏水は、夏場に水温が上がって水が膨張し、古い管

の材料を使っている部分、また管の施工、若干不適切な部分などから多く漏水が発生す

るそうであります。これらの漏水調査を大きなエリアでやっていただいて、対策をとり

たいと。漏水を防止したいということであります。

上下水道課の関係では、その他としまして、委員よりこの意見が出たんですけれども、

マンホール回りの段差の修繕工事、この部分が町内でやられとるんですけれども、この

工事については、しっかりとした段差のない修繕をというような意見も委員会では出さ

れました。

次に地籍課の関係になるんですけれども、それぞれの地籍調査事業は順調に推移して

いるとの課長よりの報告を受けております。

この中で委員より、夏場の山林調査がされておるんですけれども、山林調査におけま

すハチ等の被害、また落雷、ここら辺による危険性についての安全対策等の質疑もござ

いました。

次に、地域振興課の地域振興係の関係で、地域おこし協力隊員２名が活動されておる

んですけれども、この活動についての質疑がありました。

その活動内容は、地域のよさなどのＰＲ、また情報発信、それからもうかる農業をと

いうことを目指し、熱心に取り組まれているとのことの報告を受けております。

その他としまして、神河町の特産品についての見直しが必要ではないかというような

質問も委員より出ました。

観光特命参事からは、町内には名産品が少ないので、商工会、観光協会、また町長も
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含めまして、この取り組みもしたいということで報告をされました。

それから次に、商工観光係では、前にも報告したんですけれども、吉冨と杉の境にあ

ります大黒茶屋が国土交通省の道の駅、この認定を１０月にということで予定をされて

おりましたが、この部分については、もう少し中身の再検討ということで国からの指導

を受けまして進められております。現在のところ来年２月に、この道の駅の認定の申請

ができるように取り組んでおるということであります。少しおくれたということです。

その他としまして、観光施設の指定管理者の更新という部分が来年３月になっとるん

ですけれども、ここら辺の選定についての内容について委員より質疑がありました。

この指定管理者の選定については、１０月になれば公募をして、１１月に公募により

ますところの審査委員会というもので審査が行われる予定となっております。

委員より、この審査委員会で審査規定等の公平な取り組みへの意見なり要望も出たと

ころであります。

最後に、農林業係では、これも委員より新しく農地を取得する要件の緩和に関する要

望、またその他としまして、カドミウムの吸収によるところの土壌植物浄化、これに関

する取り組みの状況の質問、そしてまたふるさと納税の米などの返礼品の質問なり回答

を得たところであります。

以上、簡単な報告となりましたけれども、産業建設常任委員会の９月定例前の報告と

いたします。

○議長（安部 重助君） 産業建設常任委員長の報告が終わりました。

次に、公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員長、お願いします。

藤森委員長。

○公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員会委員長（藤森 正晴君） ６番、藤森で

ございます。公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員会の報告をいたします。

去る７月の２３日に委員会を行いました。それにつきまして報告いたします。

現状までの経過報告と改築図面案の説明を受けました。また、設計に当たり、再来年

になる医療の診療報酬と介護報酬の同時改正や医療法の改定などがあり、外部要因の大

きな変更もあることを含めながら進めているので、今後、変更もあり得るという説明で

ありました。

改築による全体のイメージであります。４階建てで一部５階であります。１階は、薬

剤科、地域医療センター、訪問看護ステーション、多目的サロン等であります。２階⋞

３階は一般病棟であります。４階は手術室、５階一部は機械室であります。また、北の

道路側は、ほとんど敷地いっぱいで、中館との間隔は約６メーターということでありま

す。

次に、主な質疑につきまして報告いたします。

２階、３階にリハビリ庭園があるが、この目的は何かという質問であります。

それに対して、患者さんのリハビリの一環として植物や花、野菜などを植えたりして
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の作業療法の一環であり、また車椅子を押しての歩行訓練も含めての庭園であるという

説明であります。

次に、インフルエンザ等の病気が蔓延しないための装置は病室はあるのかという質問

であります。

これに対して、そういった患者さんの場合は、陰圧して空気をきれいにして外に出す

機械が３台あり、常時対応できる状況をとれるようにしているということであります。

次に、朝来医療センターへ視察に行かれたが、計画に反映されているのかという質問

であります。

これに対して、病棟の個室について、看護師からトイレは窓際のほうがよいという意

見があり、検討していたが、朝来医療センターを見学し、その後、設計業者と検討した

結果、手前でも可能であることが確認できました。また、オペ室や薬剤科等も余裕のス

ペースが必要であると感じたということであります。

次に、４階に４つの手術室があるが、どのように使い分けるかという質問であります。

それについては、整形外科、眼科、その他の使い分けをするという予定であります。

次に、屋上にドクターヘリなどの着地場所をつくれば、どれぐらいの予算がかかるの

かという質問であります。

検討していないので、金額はわからないが、エレベーターなどの新設が必要となって

くるということであります。

次に、健康福祉課と連携しての地域包括ケアについての配慮はされるのかという質問

であります。

これについて、郡内の医師会が受託することになる医療⋞介護支援センターやイベン

トルームでの認知症カフェなどの事業を行うスペースをとっています。健康福祉課とと

もにやっていく予定であるということであります。

以上が主な質疑であります。

北館改築の今後の予定であります。平成２８年度に実施計画をし、平成２９年度に一

部解体工事に入り、平成３０年、３１年度から建築工事の予定であるということであり

ます。

次に、北館改修工事に伴い、国庫交付金事業により病院の耐震診断を行うということ

であります。補助金は約６００万円であります。

以上が報告であります。これで報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員長の報告が終わり

ました。

次に、峰山高原スキー場整備事業調査特別委員長、お願いします。

三谷委員長。

○峰山高原スキー場整備事業調査特別委員会委員長（三谷 克巳君） ９番、三谷でござ

います。
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それでは、峰山高原スキー場整備事業調査特別委員会の調査活動の報告をいたします。

委員会を７月１９日と８月２３日に開催をしております。調査は、峰山高原スキー場

の整備費の財源となる辺地対策事業債の配分状況、実施設計の内容、そして今後の整備

スケジュールを中心に行いましたので、その内容について報告をいたします。

まず、４月以降の取り組み状況ですが、４月８日に株式会社神崎測量と測量調査も含

めた各種許認可申請業務の委託契約を１６０万円で締結。また、株式会社リゾートア

シストと実施設計業務の委託契約を３５０万円で締結したと報告を受けております。

スキー場へのアクセス道路となります町道峰山砥峰線の除雪対策として、最難関箇所

である最上部付近の立木の伐採を行っております。伐採は引き続き行うとのことでござ

います。また、上小田地内の県道沿いの道路に出ている雑木を県土木において切ってい

ただいたということでございます。

次に、整備費の財源となります辺地対策事業債の配分状況ですが、２８年度は、スキ

ー場と道路⋞橋梁分合わせて６億０００万円余りの申請要望を行っておりましたが、

これの全額を配分していただける見込みであるとのことでございます。

７月１２日に県から第１次配分として４億０００万円余りの内示があり、その内訳

は、スキー場分が４億０００万円、道路⋞橋梁分が０００万円余りということです。

これの内示があったとのことでございます。２次配分につきましては、１１月ごろにな

るとのことでございます。

次に、実施設計の内容ですが、設計書の作成に当たって、県といろいろ協議を行った

結果、総合治水条例に基づく調整池を設けること、２つ目に県立自然公園内であるため、

センターハウスを環境、景観に配慮した建て方をすることとの指導がありました。また、

センターハウスの給水設備を新たに設置しなければならないことが判明した。多くは以

上の３点によって、基本設計から大きく変更が生じたところでございまして、そのため、

事業費も２億円余りふえるとのことでした。ふえた事業費の財源につきましては、今後、

辺地総合整備計画の変更も含めて協議をしていき、確保に努めていくとのことでござい

ます。

続いて、実施設計の内容、つまりスキー場の整備内容となりますが、これの主なもの

について報告をします。

まず、コースについてですが、計画どおりＡ、Ｂ、Ｃの３コースを設置します。Ａコ

ースは、キャンプ場から滑っておりるコースです。またＢ⋞Ｃコースは、暁晴山の山頂

のほうから滑っておりるコースで、延長は３コース合わせて３００メートルぐらいに

なるとのことでございます。それぞれのコースの難易度ですが、Ａコースは初心者向け、

Ｂコースは中級者向け、Ｃコースは上級者用となっています。

リフトについては、ＡコースとＢ⋞Ｃコースに設けます。その中で、Ｂ⋞Ｃコースの

ものは、暁晴山に登ってもらうために夏場の利用もできるリフトとします。峰山高原の

夏場の集客を図っていくとのことでございます。
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また、人工降雪機は、Ａコースだけに設置します。昨今の暖冬を予想して、人工降雪

機のファンタイプを１３台、ガンタイプを２台配置します。これによりまして、８日間

でＡコースの雪がつくれるようになるとのことでございます。また、貯水池の水を冷却

して、高い温度でも安定して雪をつくることができるクーリングタワーも導入するとの

ことでございます。

また、ナイター用の照明設備は、１６基をＡコースに配置します。調整池は当初は必

要ないということでありましたが、県との協議の中で設けることになったため、今ある

グラウンドに設けます。この調整池は、人工雪をつくるための水の貯水池も兼ねます。

センターハウスは、２階建てで、面積は９２０平方メートルとなっています。大きな

窓ガラスを入れて、それに高原の景色が映るようにして、環境、景観に配慮した建て方

にするとのことでございます。レイアウトですが、１階はスキー等のレンタルスペース、

更衣室、ロッカー室などを配置します。２階部分は主に食堂となります。

また、小さな子供が雪遊びをする場所、キッズランドと呼んでいますが、これを今の

グラウンドゴルフ場につくります。駐車場は、現状で７８０台ほど駐車できるので、こ

れらを利用していきます。ただし、駐車料金は徴収するとのことでございます。

以上がスキー場設備の概要でございます。

続いて、今後のスケジュールですが、工事については、辺地債の配分額、見込み額も

含めてですが、これの範囲内で順次発注をしていきます。そして、２９年１２月のオー

プンを目指していくとのことでございます。

スキー場の管理につきましては指定管理方式としまして、ホテルリラクシアの管理と

あわせて行うこととし、１０月から１１月にかけて指定管理者の公募、審査を行うとの

ことでございます。その際に、公募条件として賃借料０００万円を負担をしてもらう

ことも盛り込むとのことでございます。

また、環境審議会の答申の附帯事項でありました事後調査委員会について、これは工

事後に環境への影響があったかどうかを調査する委員会でありますが、これは今後設置

していきますとのことでございます。

今回、委員会の調査の中で、今回の実施設計書の作成において、県との協議などによ

って事業費が大きくふえる結果となりました。スキー場の整備は、これまでの経緯の中

で、事業費が８億円余り、そして一般財源の持ち出しはしないという共通理解がござい

ましたので、委員会においては、２億円余りの増額分の財源確保の方法、それから辺地

債の償還金の交付税に算入されない２０％相当分、一般財源となりますが、これの指定

管理者からの負担方法、また入札予定価格との絡みがあり、工種ごとの増減の説明は受

けられませんでしたが、設計内容、変更理由について数多くの質疑、また提案もなされ

ました。

これらの質疑なり、その応答の内容につきましては、本日配付しております報告書に

まとめておりますので、ごらんいただきたいと思います。
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以上で峰山高原スキー場整備事業調査特別委員会の調査報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 峰山高原スキー場整備事業調査特別委員長の報告が終わりまし

た。

ここで、私のほうより報告をさせていただきます。

６月２９日、定例会最終日終了後に上野県会議員との意見交換会を開き、私を含め１

１名の議員が出席しました。県議から郡内における平成２８年度県事業計画の進捗状況

の報告を受け、意見交換を行いました。

６月３０日、県道長谷市川線改良促進議会連絡協議会総会が市川町就業改善センター

で開かれ、藤原裕和産業建設常任委員長ほか委員全員と私が出席しております。議事は、

平成２７年度の事業報告並びに会計決算、平成２８年度の事業計画並びに予算及び平成

２８年度役員改選についてで、いずれも原案のとおり認定、了承しております。

７月３日、中播磨地区消防操法大会が三木市の兵庫県広域防災センターで開催され、

廣納副議長、小林民生福祉常任委員長と私が出席しております。

７月４日から５日、県監査委員協議会臨時総会及び研修会が神戸で開催され、清瀬代

表監査委員、藤原日順監査委員が出席されております。

７月６日、中播衛生施設事務組合議会臨時会が開かれ、小林民生福祉常任委員長と私

が出席しております。付議事件は、監査委員の選任についてで、議会選出の監査委員に

は、姫路市議会の宮下和也議員が選任されております。

７月７日、「社会を明るくする運動」神崎郡住民大会が市川町文化センターで開催さ

れ、私を含め８名の議員が出席しております。

７月１２日から１３日、県町議会議長会評議員会議が神戸で開催され、私が出席して

おります。平成２９年度兵庫県予算及び施策に関する要望事項について協議しておりま

す。引き続き、議長研究会が開催され、「兵庫の地域創生」と題して、兵庫県副知事の

荒木一聡氏から講演を受けました。

翌日は、災害時における議会の役割について意見交換を行いました。

同じく７月１３日、かみかわ夏まつり第２回運営委員会が開かれ、私が出席しており

ます。

７月１５日、神崎郡民主化推進連絡協議会総会が神河町大河内保健福祉センターで開

催され、私が出席しております。

７月２１日、反核平和の火リレー自治体要請行動が役場本庁舎玄関前で行われ、私が

出席しております。

８月１日、神崎郡人権教育研究大会が神河町中央公民館グリンデルホールで開催され、

私が出席しております。

８月２日、県町議会議長会主催の議会運営委員研修会が神戸で開催され、山下議会運

営委員長ほか委員全員と私が出席しております。

同じく８月２日、平成２８年度地域創生戦略会議全体会が開かれ、松山議員に出席し

－２７－



ていただいております。

８月５日、アジア太平洋フオーラム⋞淡路会議が「ＴＰＰから始まる大競争時代のア

ジア太平洋」と題して淡路夢舞台国際会議場で開催され、私が出席しております。

８月６日、第１１回かみかわ夏まつりの準備作業に、藤森議員、藤原資広議員、三谷

議員の３名に出席していただいております。

８月２１日、大阪医科大学との連携事業として８月１８日から４日間の日程で実施さ

れた地域医療体験研修の発表会が公立神崎総合病院で開催され、廣納副議長、松山議員

と私が出席しております。

８月２６日、社会福祉法人中播福祉会の障害者支援施設「香翠寮」の納涼盆踊り大会

が開催され、私が参加しております。

８月２７日、日本３Ｂ体操協会創立４５周年記念全国大会、兵庫西支部こども３Ｂの

つどいイン神河大会が神崎小学校体育館で開催され、私が参加しております。

８月２９日、神崎郡議長会が開かれ、私が出席しております。平成２８年度町村議会

議長全国大会、神崎郡町議会議員研究会等事業計画の詳細についてを協議しております。

８月３１日、中播衛生施設事務組合議会定例会第１日目が開かれ、小林民生福祉常任

委員長と私が出席しております。付議事件は、平成２７年度中播衛生施設事務組合一般

会計歳入歳出決算認定について提案説明がありました。採決は、第２日目の１０月１１

日に行う予定です。

なお、各事務組合の議案等につきましては、議員控室に閲覧できるようにしておりま

すので、必要の都度ごらんいただきたいと思います。

９月４日、第３１回神崎郡町対抗卓球大会がＢ＆Ｇ海洋センター体育館で開催され、

私が出席しております。

同じく９月４日、第１１回神河町美術展表彰式が神崎公民館大ホールで開催され、私

が出席しております。

閉会中に陳情書１件を受理しております。対応については、議会運営委員長から報告

があったとおりです。

また、定例会ごとに発行しております議会だよりにつきましては、７月１３日に第４

７号を発行し、７月２５日に各区長様に配布しております。

以上で閉会中の重立った事項について報告を終わります。

以上で全ての報告を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時５０分といたします。

午前１０時２９分休憩

午前１０時５０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

日程に入る前に、先ほどの公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員長の報告の中
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で若干訂正があるとの申し出がありましたので、ここで許可いたします。

藤森委員長。

○公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員会委員長（藤森 正晴君） ６番、藤森で

す。先ほど公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員会の報告の中で、北館改築の今

後の予定として平成３０年度、３１年度から建築工事の工程であるという報告をしまし

たが、２９年、３０年度の誤りでありますので、訂正をし、報告といたします。失礼し

ました。

○議長（安部 重助君） これより議案の審議に入ります。

⋞ ⋞

日程第４ 報告第３号から報告第７号

○議長（安部 重助君） 日程第４、報告第３号から報告第７号、専決処分の報告の件

（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）を一括議題とします。

上程５報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第３号から第７号の報告理由並びに内容について御説明申

し上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）

でございます。

町長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、２月１３日に発生した公用車の

対人事故分について、示談が成立したものを専決処分させていただいたものでございま

す。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。それでは、報告第３号から報

告第７号につきまして、同一の事故によります損害賠償の額の決定及びその和解につい

ての専決処分の報告でございますので、一括して御説明を申し上げます。

事故発生日は平成２８年２月１３日土曜日午後４時０分ごろでございまして、事故発

生場所は神河町南小田１３８４番２地先でございます。事故概要は、長期山村留学業務

を受託いたしております公益財団法人育てる会の職員２名が児童５名、大学生ボランテ

ィア１名を町が保有する公用車で引率中、運転を誤り、ガードレールを倒して道路下の

田に転落したものでございます。

なお、大変御心配をおかけしました本件につきましては、直後に保護者の皆様への御

説明、おわびを申し上げ、御理解をいただき、また議員全員協議会でも御説明申し上げ
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たところでございます。

事故の責任割合についてでございますが、運転誤りで発生をいたしておりますので、

町の全面的過失で、同乗の６名中５名の示談が成立をいたしております。

まず、報告第３号につきましては、相手方は大阪府羽曳野市在住の地域交流センター

留学の男子児童で、損害賠償額は５万８２０円で、示談成立日が平成２８年４月２０

日、賠償金支払い日が平成２８年５月３１日でございます。

次に、報告第４号でございます。相手方は、兵庫県姫路市在住の大学生ボランティア

の男性で、損害賠償額は９万０５０円で、示談成立日が平成２８年４月２２日、賠償

金支払い日が平成２８年５月３１日でございます。

次に、報告第５号でございます。相手方は、兵庫県神戸市在住の地域交流センター留

学の女子児童で、損害賠償額は３万７６０円で、示談成立日が平成２８年４月２６日、

賠償金支払い日が平成２８年５月３１日でございます。

次に、報告第６号でございます。相手方は、大阪府大阪市在住の地域交流センター留

学の男子児童で、損害賠償額は１０万０８０円で、示談成立日が平成２８年５月２日、

賠償金支払い日が平成２８年５月３１日でございます。

次に、報告第７号でございます。相手方は、大阪府寝屋川市在住の地域交流センター

留学の男子児童で、損害賠償額は９万２８０円で、示談成立日が平成２８年５月２日、

賠償金支払い日が平成２８年５月３１日でございます。

以上、報告第３号から報告第７号までの損害賠償金につきましては、全てその同額を

町有自動車損害保険受入金といたしまして収入済みであることを御報告させていただき

ます。

なお、残り１名の男子児童につきましては、現在、ほぼふだんどおりの生活に戻って

おりますが、いましばらく経過を見守りたいということで、月１回程度の通院をいたし

ておるという状況でございます。また、同乗の育てる会職員１名が労災の全部適用とな

らなかったことから、その不適用部分につきましては、損害賠償が新たに発生をいたし

ておりますが、過日、９月、この定例会に議案を送致させていただいた後に示談が成立

をしたということで伺っておりますので、速やかに提案をさせていただきたく思ってお

りますので、よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、これまでも役場全体で安全運転の徹底に取り組んでまいりました。

現在も取り組んでおりますが、引き続き安全対策の強化と事故の再発防止に向け、先日

の総務文教委員会でも議員各位からいろいろと御指導、御教示もいただきましたように、

命の大切さをしっかりと認識をさせていただきながら、今後とも取り組んでまいります

ことをお誓い申し上げますとともに、この件に関しましての全ての解決までには、いま

しばらくお時間をいただく思いますので、どうぞ御理解をいただきますようよろしくお

願いを申し上げまして、詳細説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議をお願

いいたします。
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○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

５報告に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。今の報告第３号から第７号ま

でなんですが、その示談の成立日が４月２０日、２２日、２６日、それから５月２日と

いうことで、同日付で専決処分がなされた。賠償金の支払いは５月の末に支払いが完了

してるということなんですけども、ですから、６月の定例会で報告でなくて、９月まで

延びたというのは、まだ１人示談が成立しないということが理由なのか、その辺のとこ

ろをお聞きしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。藤原日順議員から御質問いた

だきましたその内容について、総務常任委員会の中でもお答えをさせていただいたとこ

ろでございますが、私どもといたしまして、一連の事故というところで、この全ての解

決、示談が成立した時点で報告をさせていただきたいというふうに思っておりました。

しかしながら、現時点でまだ１名の通院加療が続いているということでございます。あ

わせまして委員会の中でも御教示、御指導をいただきましたとおり、本当に命の大切さ

というものをしっかりと認識をさせていただく必要があるというところから考えますと、

今後につきましては、このようなケースが発生したといたしましても、随時専決処分の

御報告をさせていただくべきなのかなというふうには感じているところでございます。

どうぞ御理解をよろしくお願い申し上げます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。和解された５人の件なんですけども、

それとまた９月２日ですかね、最終の方も示談されたということなんですけども、けが

の内容を教えていただけないでしょうか。例えばすったとか打撲したとか、いろいろあ

ると思うんですけども、その内容を教えていただけないでしょうか。

○議長（安部 重助君） 地域交流センター所長。（「順番に言うてくださいね」と呼ぶ

者あり）はい。

○教育課参事兼地域交流センター所長（児島 浩一君） 地域交流センターの所長の児島

です。１名につきましては……。報告第３号の男子の留学生でございます。頭部打撲で

ございます。頭部ＣＴの撮影をしております。頭部出血等は認められないということで、

その翌日から平素の生活に戻っております。

次に、報告第４号の大学生のボランティアでございます。この方も頭部打撲でござい

ます。この方も翌日から平素の生活に戻っておられます。

次に、報告第５号の方でございます。留学生の女子児童でございます。頸椎打撲でご

ざいます。首のレントゲンをした結果、異常は認められませんでした。この方も翌日か

－３１－



ら平素の生活に戻っておられます。

報告第６号の男子児童でございます。右手首打撲、それと左手首の打撲をしておりま

す。レントゲンをした結果、異常は認められませんでしたので、この方も翌日から平素

の生活に戻っておられます。

報告第７号の方でございます。男子留学生でございます。頭部打撲で、ＣＴの撮影を

しております。この方も頭部の出血等は認められませんでしたが、頭痛、めまいとかが

ありましたが、翌日から学校に行っております。

次に、もう１件の方でございます。まだ和解の成立のしておられない児童でございま

す。この方も頭部打撲と頸椎損傷ということでございますが、まだ保護者の希望におい

て通院をされておりますが、ここ４月から５月、６月、７月、８月、９月と私どもから

保護者の方に連絡をとりまして、子供さんの様子とかをお聞きした結果、大分よくなっ

ていると、順調であるということであります。聞くところによりますと、今月、また１

０月には役場に加入している保険の担当者との中で、通院は終えて示談になるようにし

ますというようにお聞きしておるところであります。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。最後の方については中間払いはあった

んでしょうか。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。これまでの支払い状況につき

ましては、現在８月末時点で５回の治療費についてお支払いをいたしております。金額

につきましては、しばらくお待ちください。申し上げます。計３４万８９３円でござ

います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。最初の総務課長の説明の中で、

労災の対象にならない部分があるというお話がありました。これについては、今回の議

題とは直接関係ないかもしれません。また今後議案として議会に報告されるかとは思う

んですが、差し支えがなければその内容について教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。労災の全部適用とならなかっ

た不適用部分のお話でございますが、入院⋞通院費等の経費というふうに伺っておりま

すが、手元のほうにまだ書類を持ち合わせておりませんので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 報告はできないということですか。後からするんですか。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。この方の部分につきましても
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示談が成立をしたというところで御報告をいただいておりますので、速やかにできまし

たら今９月定例会中に追加提案として承認案件として提案させていただきたく思います

ので、よろしくお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかにないようでございますので、質疑を終結します。

報告第３号から報告第７号については以上のとおりでございます。よろしく御了承の

ほどをお願いいたします。

⋞ ⋞

日程第５ 報告第８号

○議長（安部 重助君） 日程第５、報告第８号、平成２７年度（第１８期）株式会社神

崎フード経営状況報告の件を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第８号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、第１８期株式会社神崎フードの経営状況報告の件でありまして、地方自治

法２４３条の３第２項の規定に基づき報告するものでございます。

さて、第１８期の経営状況ですが、売上額は３年連続で増加し、過去最高の１３億

０９１万円となりました。前年度は１２億０２４万円でありましたので、 ４％増の

０６７万円の増加となりました。税引き後の純利益では５５７万円の黒字となりま

して、前年度の７９２万円の黒字に引き続き、３年連続の黒字となりました。

これは売り上げが ８％伸びたことと原料の米の価格が値下がりしたことが要因であ

りまして、売り上げは、提携先のエスアールジャパンが２６％の増加、イオン⋞フード

⋞サプライも１ ８％の増加、マックスバリュも ７％の増加となりましたが、マルア

イや銀ビルストアー、エーコープ近畿が２％から５％の減少となっております。

また、電気代やプロパンガス代、包装資材等の経費が高いものの、米の仕入れ価格が

１キロ当たり年間の平均金額で２１ ４円となりまして、前年度と比べて３ ４円安く

なったのが大きかったと思っています。

今後は、一層生産性の向上や新規取引先の開拓強化などに努めていくとともに、神河

町産の米の使用の可能性を調査する中で、５つ星ひょうごの認定を受けました銀の馬車

道弁当や神河弁当の販売増加を目指し、神河町の農産物を使った新たな商品づくりも検

討しているところであります。

昨年度に引き続き法人税を２３２万円納めることになり、雇用だけでなく納税面に

おきましても、町に少しは貢献できる会社になったと思っております。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、地域振興課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願
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いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。それでは、報告第８

号の内容につきまして御説明申し上げます。

平成２８年５月２３日に開催されました第１８期定時株主総会で承認されました株式

会社神崎フードの決算報告書の詳細につきまして御報告申し上げます。

表紙の次の２ページ目をお願いいたします。平成２８年３月３１日現在の会社の状況

でございますが、株主は、神河町とエスアールジャパン株式会社と兵庫西農業協同組合

の三者でございます。町の持ち分は８３０株の１５０万円で、４ ７％の筆頭株主で

ございます。２７年度の取締役と監査役は、２６年度と同様のメンバーでございます。

従業員数は、役員、社員、パートを合わせまして７０人おりまして、うち町民は５ ９

％となっております。

なお、お盆やゴールデンウイーク、年末年始、節分等の繁忙期においては、アルバイ

トや派遣労働者を４０人ほど雇用して乗り切っている状況でございます。

３ページをごらんください。営業報告を記載しております。総売上金額は１３億０

９１万０００円で、前期と比べまして０６６万６１０円増加しました。主な取引

先の売り上げにつきましては、エスアールジャパンが５１３万０６０円の増、マッ

クスバリュ西日本が９５０万５５４円の増、イオンフードサプライが８４８万６

３１円の増、山陽マルナカが６６９万２７４円の増となっておりまして、特にイオン

グループの売り上げが５億０３８万５９２円で、４１％を占めております。マルア

イにつきましては、巻きずし、いなりずしが他社にとられたことにより３０９万２１

９円の減、銀ビルストアーが２０２万６１７円の減、エーコープ近畿が１０６万４

５３円の減となっております。新規取引先の開拓はなかなか進まず、２件だけとなって

おります。

営業面での課題としましては、配送経費が合わない納品先がふえてきていますので、

納品価格の値上げ、取り扱いアイテムの増加等を提案して、取引継続を含めまして検討

を要します。

お弁当の取り組みといたしまして、神河弁当が５４１個、銀の馬車道弁当が１６

９個の販売と、前年と比べまして売り上げが大きく伸びております。

次の４ページには、取引先別の売り上げ表をつけておりますので、御確認のほどよろ

しくお願いいたします。

次に、５ページをお願いいたします。貸借対照表でございますが、左側の資産の部の

合計欄のみを説明させていただきますが、流動資産の合計で２億３６４万３０５円

となっております。金額の大きなものは、現金⋞預金で１億６６６万４４３円、売掛

金で１億４４５万１２３円、原材料等の棚卸資産で０９４万２９８円、未収入
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金で２１４万３０３円となっております。

特に固定資産合計で２９５万９７９円となっております。内訳は、建物、附属設

備、工具、器具、備品等の有形固定資産で４３７万５８円、ソフトウエア等の無形固

定資産で４８４万５６８円、投資有価証券等のその他の資産で３７４万３５３円と

なっております。資産の部の合計で３億６６０万２８４円となっております。

次に、右側の負債の部でございます。買掛金、短期借入金等の流動負債で１億５６

９万７２３円となっておりまして、買掛金で１億２９５万５３４円、短期借入金

３３３万０００円、未払い金１０３万７９２円、未払い費用７８２万４２４

円等となっております。

固定負債では、長期借入金で８３２万０００円で、負債の部合計では２億４０

２万７２３円となりました。

次に、純資産の部では、資本金は３５０万円で、利益剰余金９０７万５６１円と

なり、純資産の部合計で２５７万５６１円となりました。負債⋞純資産の部の合計

は３億６６０万２８４円となりました。

次に、６ページをお願いいたします。損益計算書を御説明申し上げます。

売上高は１３億０９１万６４９円でございますが、この内訳は、おはぎや赤飯、

生米等の物販売り上げが０７７万０３２円、大黒茶屋の売り上げは、弁当、麺、お

土産、喫茶売り上げで６８５万０６５円となりました。

次に、売上原価ですが、期首棚卸し高が１８万０８３円、物販仕入れ高が３５６

万２６７円、大黒茶屋商品仕入れ高が５７７万９１７円、マックスバリュ等の集配

センター利用手数料等の販売手数料が８８２万８２９円で、合計８１６万０１

３円となっております。

当期製品製造原価は１０億４２５万８７９円ですが、内訳は、８ページをごらん

ください。８ページのほうをお願いいたします。材料費で６億６８８万９２３円、労

務費で１億１８０万７８８円、当期経費で１億５４３万１９９円となりまして、

当期総製造費用は１０億４１１万９１０円となり、それに棚卸し高を差し引きまし

て１０億４２５万８７９円となっております。

６ページのほうへお戻りください。期末棚卸し高２２万４７７円を差し引きまして、

売上原価の合計が１１億２３７万４９８円となっております。売り上げから原価を差

し引きました売り上げ総利益、いわゆる粗利は２億８５４万１５１円となりました。

次に、販売費及び一般管理費ですが、合計金額が２億２６２万２５８円となってお

ります。内訳は７ページに記載しております。７ページをお願いいたします。金額の高

いものでは、販売員の給与４７９万６７６円、事務員給料１７６万３０８円、

発送⋞配達費の９５８万２５３円、支払い手数料の７６５万７９０円で、大黒茶

屋労務費は製造原価に計上しておりますので、ゼロとしております。雑給の７１６万

６３５円、賞与の０８６万５００円、法定福利費の７１７万４２６円、役員３人の
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報酬で５９７万０００円、減価償却費の８５１万８０３円、リース料の５０４万

６００円、保険料４４２万４７３円となっております。

６ページにお戻りください。売り上げ総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた

営業利益は５９２万８９３円となりました。ハローワークを通じた雇用に係る補助金

や雑収入等の営業外収益で５９５万３２１円、支払い利息割引等の営業外費用で７２

万７５７円となりまして、営業外を差し引きました経常利益は１１５万４５７円と

なっております。特別利益はなく、特別損失として特別償却３２４万０４０円を引き、

法人税、住民税及び事業税の２３２万１０８円を引きまして、当期純利益は５５

７万３０９円となっております。

次に、９ページをお願いいたします。第１９期の営業計画書をつけております。売上

予算は、売上高１３億６８５万円で、 ４％程度の増加を目指しております。マルア

イの動向が悪いことや取引終了が４件あることなどで、前年並みの予算としております。

エスアールジャパンやさとう、マックスバリュ西日本等の主要取引先への売り込みを強

化し、マルアイにつきましては、サラダ巻きやおむすびの提案によりアイテムシェアを

獲得していく計画でございます。

課題としましては、提案商品がマンネリ化し、安価なものは多くなっていますので、

季節の商材を使ったフードオリジナルの商品の提案をふやしていき、納品価格のアップ

を狙っていく予定でございます。配送経費割合が高過ぎる取引先との取引内容も精査す

る必要がございます。

懸念材料としましては、マルアイが総菜センターの建設を検討し、さとうの三田で製

造センターが稼働し始め、マックスバリュが総菜センター建設の計画を持っていること

などがございます。また、ことしの経営状況では、原材料の米が１キロ当たり１６円程

度値上がりしておりまして、昨年度と比べますと利益が下がっております。今後まだ１

０円以上上がると見込んでおります。

なお、町産米の活用としまして日本晴を２ヘクタール作付しておりますので、ことし

の収穫後に品質と味覚の確認をしまして、新たな商品づくりをしていく予定で地域と連

携した会社経営を目指していく予定でございます。

１０ページには、取引先と売り上げ見込みをつけておりますので、ごらんください。

今後、厳しい経営状況であることは確かでございますが、従業員一同力を合わせまして

神崎フードの経営に取り組みますので、スーパー等で商品を見られましたら、ぜひフー

ド商品をお買いいただければありがたく思います。

以上で報告第８号、平成２７年度（第１８期）株式会社神崎フード経営状況報告を終

わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。
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○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。担当委員会で資料請求をしたんですけ

ども、対応していただけなかったんで、今回しか質問することができませんので、８点

ばかり質問をしていきたいと思います。

まず１点目です。５ページの貸借対照表の左の下のほうに、投資有価証券の欄がある

んですけども、そこに金額が記されてますけども、恐らくバーター取引で取得された有

価証券だと思うんですけども、その内訳を教えていただきたいことがまず１点です。

２点目です。同じ５ページの長期借入金、１年以内と、もう一つある長期借入金も含

めてなんですけども、２つで大体２００万ぐらいの長期借り入れでされてるというこ

となんですけども、以前は運転資金として大体０００万ぐらい持っておかないとやり

くりしにくかったんですけども、近年の経営改善によって大体０００万程度で運営で

きるような状態まで改善してきてるのかという点。

それから３点目です。同じく５ページの繰越利益剰余金の欄なんですけども、今回初

めて黒字ということなんですけども、まだ資本金から比べますと１ ９％ぐらいの余剰

金にしかなっておりません。今後、継続的に黒字経営できるのか。また、先ほどもあり

ましたように、米価の変動幅も考慮しても、いわゆる黒字で営業できる体質に改善され

ているのかどうかをお尋ねをします。

それから４点目です。６ページの損益計算書の中で、大黒茶屋のことは何ぼか上がっ

てきてるんですけども、昨年も言いましたとおり、大黒茶屋の職員さんは開設当初から

頑張っていただいて黒字経営で努力されてますので、その実態を教えていただきたいと

いうことで、ちょっとわかるような資料で説明をお願いをいたしたいと思います。

それから５点目です。７ページ、８ページに販売費及び一般管理費の計算内訳と、そ

れから製造原価計算書があるんですけども、従業員７０名分の人件費がその中に含まれ

ていると思います。役員、社員、パートということで構成比もあるんですけども、その

お金がどれがどうなっとるかよくわからないんで、役員分は何ぼ、社員分で何ぼ、パー

ト分で何ぼの人件費がかかってるかを教えていただきたいと思います。

それから６点目です。先ほど町長の説明があったんですけども、前年と比べて３ ４

円、大体１ ３％ほど米価が下がってるということなんですけども、１８期では何トン

仕入れられたのかということと、あと米の品種、コシヒカリなのか朝日米なのか、ちょ

っとわかりませんけど、その品種ごとでどのくらい仕入れられてるのかを教えていただ

きたいと思います。

それから７点目です。９ページに１９期の営業計画で課題の欄があるんですけども、

１９期の取り組み姿勢が記されてるわけなんですけども、記載されてる内容を見ますと、

営業戦略の基本中の基本の部分が書いてあると思うんですけども、今ごろになって何で

この点が課題として上がってきてるのか、その真意を教えていただきたいと思います。

それから最後に、開設当初から銀杏屋さんやら、系列会社である今のエスアールジャ

パンさんに主体的に運営をお願いしているところなんですけども、構成比のところの欄
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に書いてあるんですけども、エスアールジャパンへの納品数量の落ち込みが経営に大き

く影響を与えてると記載されてるんですけども、営業報告とも合致してるかどうかわか

らないんですけども、これはどういうことを意味してるのか、それを教えていただきた

いと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。まず１点目の有価証

券につきましてでございます。これにつきましては、エスアールジャパンへの出資金で

ございます。

それと、２番目の長期借入金です。これは０００万円借り入れた分の残金でござい

ます。

それと、９００万円ぐらい繰越金はあります。これについて黒字経営はできるのかと

いうことだと思います。今のところ役員会のほうでも話ししております。収益は上がっ

てるんですけども、ことしが米価の変動が非常に大きくて収益も上がってないというと

ころもございますので、１８期は黒字であったんですけども、この１９期がこのままで

いくと黒字になるかどうかというところもございますので、経営全体を見直しながら黒

字経営に備えていきたいと考えております。

それと、大黒茶屋の件ですけども、現在、正規職員１人、それと時間帯によりまして

２名の臨時雇用というんですか、女性の方２名程度を雇用しております。一番忙しいと

きに２名の臨時職員の方で対応しているような状況でございます。

それともう一つ、販売費及び一般管理費で、販売員の給料につきましては社員７人分

の給料でございます。それと、事務員給料につきましては社員３名分でございます。そ

れで、役員報酬につきましては、濱本社長と佐想専務、それと藤井常務の３人分の役員

報酬でございます。

米、この１８期で何トン、総トン数なんですけども、トン数と品種でしたね、米の種

類、これにつきましては後ほどさせてください。手持ちに資料がございませんので、ち

ょっと調べさせていただきます。

この１９期につきましては、今も売り上げが落ちているところのマルアイさん等もご

ざいます。営業のほうも力入れてやっておるんですけども、新しく商品を開発するなり、

それから単価的なものもございますけども、いろんな意味合いで、もっと拡大していく

ために役員、そして従業員一丸となって考えていきたいと考えております。

その最後のエスアールジャパンへの落ち込みにつきましても、後ほどちょっと返答さ

せていただきます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） 藤原です。１点目のこれ多分バーター取引だと思うんで

すけども、その理解でよろしいんですね。
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ということと、それと大黒茶屋の件なんですけども、長年ずっとあそこの店長も頑張

ってくれてますので、実態の収支状況がわかるように何か資料をつくっていただければ

なと思います。

それと、人件費のほうなんですけども、やはり役員さん、社員、パート、その２つの

欄にがっちゃんこ載ってますので、それぞれどちらが何ぼになってるかようわからない

んで、役員さんで何ぼの人件費を計上してます、それから社員で何ぼ上げてます、パー

トさんは何ぼですということをちょっと教えていただきたいんですけども、いわゆる７

０名の中で丼勘定みたいな感じになってますので、ちょっと中がわかりにくいんで、そ

れを教えていただければなと思うんです。以上です。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） その件につきましては、ちょっとだけ時間をいただき

たいと思いますので、それでよろしいでしょうか。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。ちょっと２点ばかり確認をさ

せていただきたいというように思います。

まず、１点目が損益計算書６ページの売上原価に含まれる販売手数料なんですけども、

前もお聞きして、今回説明を受けたんですけども、どうもちょっと販売手数料が売上原

価に入るというのがやっぱりどうしてもおかしい感覚を受けますので、この売上原価に

含まれる販売手数料について、もう一度詳しい説明をいただきたいというのがまず１点。

それと、あと７ページに棚卸資産の計算内訳ということで、各棚卸資産についての明

細がございます。半製品の１７０万９２０円につきましては、８ページの製造原価報

告書の下から３番目の期末仕掛け品棚卸し額の１７０万０００円、これと一致する。

これはわかります。

それで、問題は、原材料の８９０万３１１円が今度原価報告書になると８８０万

８８９円ということで、期末材料棚卸し額が。１０万余り差が出てくると。ですから、

この分で原材料の中に製造原価というか、売上原価の期末棚卸し高に含まれる１０万円

ほどが入ってきて、それと商品の１２万を加えて先ほどの２２万４７７円という損益

計算書の期末棚卸し高と一致するのかなと思うんですけども、ちょっとその辺の２点を

確認させていただきたいというように思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。販売手数料の件でご

ざいます。センターフィーといいまして、マックス等のスーパーが所有する数カ所の配

送センターに商品を輸送しますと、センターの車で各販売店のほうへ商品を搬送しても

らうと。その搬送手数料がセンターフィーといいまして、売り上げの何％かを支払うと

いうようなシステムになっております。これでざっとマックスバリュさんでは大体 ５
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％程度かなということで、御理解のほうをお願いします。

それと、今の棚卸資産の計算の内訳の中で原材料と製造原価報告書の中の数字がちょ

っと違うということにつきましては、ちょっと確認させてください。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結します。

報告第８号については、後ほどまた資料等の請求がございましたので、それによって

説明をしていただきます。

以上のとおりでございます。どうぞよろしく御了承のほどお願いいたします。

⋞ ⋞

日程第６ 報告第９号

○議長（安部 重助君） 日程第６、報告第９号、平成２７年度（第２０期）株式会社グ

リーンエコー経営状況報告の件を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第９号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、第２０期株式会社グリーンエコーの経営状況報告の件でありまして、地方

自治法２４３条の３第２項の規定に基づき報告するものでございます。

さて、第２０期の経営状況ですが、我が国の経済状況は、政府主導の金融緩和、財政

政策、成長戦略の「三本の矢」から成る経済政策が一体的に推進されたことにより、緩

やかな回復基調が徐々に見られるようになっております。

ただし、平成２６年４月の消費税の引き上げ、さらには中国経済の低迷やユーロ圏⋞

中東地域の政治不安等により、いまだデフレからの脱却及び経済の再生が実現したとま

ではいかない１年であったと言えます。

このような状況の中、営業活動、施設改修、レストランの新メニュー、グラウンドゴ

ルフ場をオープンするなどの増収策を講じてまいりました。その結果、年間の入り込み

客は１８万７００人と昨年比で１万人の増となり、施設利用収入は５０５万００

０円、前年比６４７万０００円、飲食業務等収入は８０９万０００円と前年比２

６２万円の増収となり、全体の営業収益は１億７７５万０００円、前年比９０３万

０００円、率にして １％の増収となっております。

支出におきましては、水道光熱費が節減による１２７万０００円の減など５０４万

０００円の増加にとまり、当期純利益は２４１万０００円と３期ぶりの黒字となり

ましたが、繰越損失の一掃にはあと一歩でございました。

今後も、本年３月に策定されました神河町観光施設保全活用整備計画に基づき、当施

設の特徴や改善点を再認識した上で、お客様本位の魅力的な施設として再生すべく、さ

まざまな取り組みを行っていきます。
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以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、地域振興課観光振興特命参事から御説明いたしますので、よろし

く御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 観光振興特命参事の山下です。

それでは、株式会社グリーンエコーの第２０期経営状況につきまして御報告申し上げ

ます。

なお、初めにおわび申し上げます。３ページ、４ページのところはダブって印刷され

ております。大変申しわけございません。あらかじめ御了承ください。

事業報告の１ページをごらんください。政府主導の金融緩和、財政政策、成長戦略の

「三本の矢」から成る経済政策が一体的に推進されたことにより、穏やかな回復基調が

徐々に見られるようになり、営業活動、施設改修、レストランの新メニュー、グラウン

ドゴルフ場をオープンするなどの増収策を講じてまいりました。その結果、年間の入り

込み客も１８万７４４人と昨年対比で１万１２７人の増となりました。

２ページには、部門別の営業収益、３ページには利用人数を記載しております。２０

期の憩いの村の営業収益は１億７７５万０００円、対前年９０３万０００円、

１％の増となっております。内訳としましては、施設利用収入が５０５万０００円、

対前年６４７万０００円の ６％の増、飲食業務等収入は８０９万０００円、対

前年２６２万円、３％の増、その他収入は４６０万０００円、対前年６万０００円、

４％の減となりました。

利用者の状況で主なものは、宿泊施設利用者は１万６６８人、前年比６１２人、

１３％の増、響の湯の入浴者は２万７９５人、前年比８７７人、１４％増、体育施

設利用者は、グラウンドゴルフ及び体育館利用者の増加により２万４３５人、前年比

８６４人の１５％増、全体では延べ１８万７４４人の前年比１万１２７人、６％の

増加となりました。

４ページには、第１７期から第２０期までの収支表を記載しております。

また、平成２７年度の状況を振り返った中での経営課題を記載しております。１つ目

は、神河町観光施設保全活用整備計画に基づき、当施設の特徴や改善点を再認識した上

で、お客様本意の魅力的な施設を再生するべく、さまざまな取り組みを行っていきます。

２つ目は、春の高校オリエンテーションの誘致活動、それから合宿セールスの強化に取

り組みます。３つ目は、インターネットの宿泊利用者の強化、ホームページのリニュー

アル、ＳＮＳの活用に取り組みます。４つ目は、町内施設との相互連携で集客増進に取

り組みます。

以上のような取り組みで黒字経営を目指してまいります。

３ページ中段から５ページには、会社の概要を記載しております。株主の変更はあり
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ません。

６ページは、定例監査結果の報告です。

続きまして、７ページの貸借対照表の説明をさせていただきます。左の資産の部です

が、流動資産が９１３万３３６円、主なものといたしましては、現金⋞預金の７

２５万５５８円、次に、売掛金の１６２万６１７円でございます。次に、固定資産

が３９３万１４５円で、うち建物の有形固定資産が３８２万９５５円でございます。

次に、電話加入権の無形固定資産が２万０００円、投資その他の資産で９万１９０

円、繰延資産としてグラウンドゴルフ建設負担金として７４６万４０５円となりまし

て、資産合計は０５３万８８５円となっております。

次に、右の欄の負債の部では、流動負債が２３６万５３９円で、主なものといた

しましては、２０４万０５９円の未払い金がございまして、その中でも株式会社ホ

ープへ６１５万０００円、町へは４１８万０００円等の未払い金となっておりまし

て、固定負債はゼロでございます。

純資産の部では、資本金が０００万円、利益剰余金が１８２万６５４円の減とな

っておりまして、純資産の部合計は８１７万３４６円で、負債⋞純資産の部の合計

額は０５３万８８５円となっております。

次に、８ページの損益計算書でございます。営業収益の合計額は税抜きで１億７７

５万３２２円でございました。内訳としましては、施設利用収入が４８６万０５

９円、飲食業務等収入が８０９万４６２円、その他収入が４７９万７９３円、公

益性確保委託料、これは指定管理料のことでございますが、０００万８円となってお

ります。販売及び一般管理費の合計は１億５１６万３６４円となっておりまして、

主なものといたしましては、人件費の６６７万８１５円と水道光熱費の９８０万

４４６円と諸手数料の１億７３０万９８１円となっております。この結果、差し引

き営業利益は２５８万９５８円と、３期ぶりの黒字となりました。

そして、営業外収益は１万０１３円、営業外費用は８５５円となっております。

経常利益、税引き前当期利益ともに２５９万１１６円の黒字で、法人税等１８万６

５７円を差し引いた当期純利益も２４１万４５９円の黒字となりました。

なお、２８年度の事業計画を別資料でつけていますので、ごらんいただきたいと思い

ます。

以上、報告第９号の平成２７年度の株式会社グリーンエコーの経営状況について御報

告を終わらせていただきます。よろしく御審議ください。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原でございます。８ページに諸手数料があるん

ですけど、８割方出てる分ね、諸手数料。その内訳を教えていただきたいのと、もう１
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点なんですけども、町といたしましてスキー場の建設ということで新たな顧客の呼び込

みをされてる中で、当然宿泊施設の確保も必要になってこようかと思います。その中で、

グリーンエコーの開村当時から古いコテージ、それからホワイトコテージ、多分恐らく

泊まるにされてもちょっと大分時代おくれの感覚があるんですけども、次年度以降、い

わゆるスキー場も絡めて入り込み客数の増をもくろんだ改修計画があるのかどうか、そ

の２点をお伺いいたします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。８ページの

これにつきましては、ほとんどが運営委託費でございまして、ホープさんとの覚書によ

る部分でございます。その部分で、詳細は手元にはあるのですが、事細かく分かれてま

して、また資料については出していきたいと思います。本当にすごい細かな内容がいっ

ぱい書かれていますので、その中の内訳については資料として御提供したいというふう

に思います。

それから、先ほどもう１点のスキー場に絡めてのお話なんですけれども、当然宿泊施

設については不足してくるかとは思います。しかしながら、観光保全の計画の中で、今

度１０月から１１月にかけて新しい指定管理者を公募します。その中で、このグリーン

エコーにつきましては、今まで実態としてはホープさんが管理運営をしていただいて、

形として株式会社グリーンエコーとなっていますけれども、今後は一応公募で競争には

なるわけですけれども、もしやっていただけるんであれば、ホープさんが前面に立って

いただきたいという、要は指定管理者は株式会社ホープさんというふうになろうかと思

いますが、この指定管理者の中の考え方によって要は変わってこようかと思います。

新たな投資ということになりますので、そこら辺については指定管理者が今後どうい

うふうにしていきたいのかという部分もあります。そこら辺で、今この状況においてス

キー場をやることによって、宿泊施設が不足する部分を補う部分で今後改修していく用

意があるのかという多分御趣旨の質問だと思いますけれども、その部分については相当

検討しなければならない。老朽化している部分も非常にあります。現場のほうからは、

逆に老朽化している部分は例えば撤去してほしいという、そういう声もありますし、そ

れからまだ比較的使える部分については、もう少し補強してほしいというお話もありま

すので、そこら辺の見きわめを、短期間ではございますが十分に見きわめて、今後新し

くなられる指定管理者と十分協議していきたいと思います。

なお、その部分について次年度の当初予算に反映するかどうかは、なかなか今すぐに

この場ではっきりとは申し上げにくい部分がありますけども、十分な調査、検討はして

いきたいというふうに思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結します。
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報告第９号については、また後ほど資料の提供をお願いいたしまして、以上のとおり

でございます。よろしく御了承のほどお願いいたします。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

日程に入る前に、午前中の報告第８号についての説明の中で若干不足しておりました

ので、ここで許可をいたします。

地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。午前中の分でお答え

できなかった件につきまして回答させていただきます。

藤原資広議員さんの質問で、有価証券の件でございます。その件につきましては、エ

スアールジャパン、そしてフードとも０００万ずつ交互に出資しておる状況でござい

ます。

それと、大黒茶屋の実態がわかる資料につきましてでございますが、これはまた後日

添付させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。

それと、販売員の人件費等につきましてでございますが、これはちょっと中身的に非

常に難しいところもございますので、わかり次第また御報告させていただきたいと思い

ます。

それと、第１８期の米の仕入れトン数と品種についてでございます。すしに使う米に

つきましては、アケボノ、朝日という岡山産の米でございます。それが７５６トン、そ

れと弁当用のコシヒカリが８トン、合計で７６４トンとなります。

それと、９ページの第１９期の営業計画の中の真ん中ぐらいにあります構成比のとこ

で、その終わりぐらい、株式会社マルアイ、エスアールジャパン株式会社への納品数量

の落ち込みが大きく影響しているという、この表現がちょっとおかしいのではないかと

いう御質問だと思います。確かに１０ページのとこを見ていただきますと、エスアール

ジャパンにつきましては１８期よりも５６０万弱ほどふえている、そして６つ下ぐらい

のマルアイにつきましては２７０万ほどのマイナスになっていると。この実態を見る

と、この表現がちょっとおかしいんではないかなということなんですけども、確かにこ

の金額とこの表現がちょっと曖昧なとこもありますので、今後このことについてはちょ

っと考えていきながら、今後に生かしていきたいと考えております。

もう一つ、日順議員さんのほうで、棚卸しの資産の計算内訳の中で原材料が８９０万

３１１円、それが８ページの製造原価報告書のとこでいきますと８８０万８８９円

となっていると、この差は何ですかということでございます。これにつきましては、こ

の棚卸資産の原材料で、この製造原価との差額の分と、この上の商品の１２万０５５
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円、この足した分が損益計算書の２２万４７７円という数字のほうへ出てきます。こ

の棚卸資産の原材料につきましては、商品としての分と、それからほんまの原材料の分

とということが両方入ってますので、そのほんまの原材料の分につきましては製造原価

のほうへ入ります、商品の分についてはこちらへ入りますということで、その区別がで

きてなかったもんでちょっと差額が出てます。以上です。

○議長（安部 重助君） 確認どうぞ。

○議員（２番 藤原 日順君） ですから、言葉を言いかえますと、８９０万３１１円

のうち８８０万８８９円は加工に回る原料もしくは材料であって、その差額の１０万

４２２円についてはそのまんま商品としてもう売れる商品だから、その分の１０万

４２２円と上の商品の１２万０５５円を加えた２２万４７７円が、売上原価の中の

期末棚卸し高の２２万４７７円と一致するということで理解してよろしいんですよね。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） ありがとうございます。そのとおりです。

○議員（２番 藤原 日順君） わかりました。

○議長（安部 重助君） それでは、質疑を終結しておりますので、次に移らせていただ

きます。

次に、報告第９号の中でも同じく説明が不足しておりましたので、ここで求めます。

地域振興課観光特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。お手元にお

配りをしております資料、諸手数料をごらんください。ただし、諸手数料の２段目の１

億６０９万１８２円と損益計算書には若干の差異があろうかと思います。この差異

につきましては、エージェント等の手数料の部分でございます。

そして、その重立ったものが、これはホープ側の計算書に、決算の資料になります。

要は、１３６０９６１８２の中身につきましては、売上原価が３４４１４９１４０８、

それを引いたものが一番頭の営業収益になります。それから、それの９６９０８７８６

につきましては、その以下の営業利益の部分までの経費の内容を計上いたしております。

そして実質営業利益については、１０１６０４７７４からこの９６９０８７８６を引い

たものです。これを何かといいますと、株式会社グリーンエコーと、それから株式会社

ホープの間で運営委託覚書というのがございまして、売り上げの ５％をインセンティ

ブとしていただくという条件になっておりますので、その中の範囲内で行われている会

計処理でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 以上で報告を終わります。

それでは、日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第７ 報告第１０号

○議長（安部 重助君） 日程第７、報告第１０号、健全化判断比率及び資金不足比率の
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報告の件を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第１０号の報告理由並びに内容を御説明申し上げます。

本報告は、健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件でございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の規

定により、平成２７年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、監査

委員の審査意見書を付して報告するものでございます。

まず、実質赤字比率及び連結実質赤字比率でございます。普通会計及び特別会計と公

営企業会計それぞれに赤字はなく、これら会計を連結しての赤字もないので該当ござい

ません。実質公債費比率は１ ６％、将来負担比率は３ ６％で、いずれも早期健全化

基準未満の比率であります。また、公営企業会計に係る資金不足比率は、資金不足が生

じていないので該当ありません。

以上、報告理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

詳細説明をいたします。表紙をめくっていただきまして、健全化判断比率及び資金不足

比率の報告書をお開きください。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、それぞれ町長の説明にありまし

たように赤字ではございませんので、該当なしということでハイフン表示をいたしてお

ります。

次に、実質公債費比率につきましては１ ６％で、平成２６年度決算を受けての昨年

の比率が１ １％でございましたので、 ５ポイントの改善となっております。それか

ら将来負担比率につきましては３ ６％で、平成２６年度決算を受けての比率が４ ７

％でございましたので、 １ポイントの改善をいたしております。これらは、右の欄に

ございます早期健全化基準の実質公債費比率２ ０％、そして将来負担比率の３５ ０

％未満となってございます。この実質公債費比率につきましては、合併後の平成１８年

度に策定いたしました公債費負担適正化計画に沿って着実に改善をしてきておりまして、

平成２６年度におきまして１８％未満を達成をしたところでございまして、今後も引き

続き公債費の適正な管理に努め、比率の改善を図ってまいりたいと考えております。

また、将来負担比率は、公営企業あるいは一部事務組合の地方債の現在高を含めた将

来負担額が減少をしてきておるのと、財政調整基金等の充当可能基金を含めた充当可能

財源が増加しておるということも含めまして、将来負担比率が改善をしてきております。
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今後も引き続き、町全体の地方債残高を含めた将来負担額の軽減、縮小をしていきた

いと、このように考えておるところでございます。

次に、資金不足比率につきましては、それぞれの事業会計において資金不足を生じて

おりませんので、該当なしということでハイフン表示をいたしておるところでございま

す。

これらの比率につきましては、国により示されました様式により算定をしてございま

す。それにつきましては、３枚めくっていただきますと、資料といたしまして１ページ

からつけてございます。まず、１ページにつきましては総括表となっております。続い

て、２ページにつきましては実質赤字比率と連結赤字比率でございます。３ページにつ

きましては実質公債費比率、４ページにつきましては将来負担比率の算出表となってお

ります。そして最後、５ページにつきましては、それぞれの算出方法の記載となってご

ざいます。

それでは、５ページの算出方法の内容に沿って説明をさせていただきたいと思います。

まず、１つ目の実質赤字比率でございます。これにつきましては普通会計の赤字比率と

いうことでございまして、算出式につきましては記載のとおりでございます。分母につ

きましては標準財政規模、分子につきましては一般会計の実質赤字額でございます。分

母の標準財政規模５３億８２６万０００円、そして分子の一般会計の実質赤字額は

マイナス１億０４３万円でございます。この分母の財政標準規模の額につきましては、

少し戻っていただきまして３ページをお願いいたします。３ページの中段に⑮標準税収

入額２２億４３４万０００円、これは２７年度の額でございます。続いてその隣、

⑯普通交付税２７億４２５万０００円、それとその隣、⑰臨時財政対策債発行可能

額３億９６５万０００円、この３つを足した合計が標準財政規模となっております。

続いて、分子に係る部分の実質赤字額でございます。これにつきましては、２ページ

をごらんいただきたいと思います。２ページの右上に一般会計等という欄がございます。

その欄の一般会計から、長谷地区振興基金特別会計の実質収支の合計額がその下の小計

というところに数字が入っております。これが１億０４３万円ということで黒字でご

ざいますので、赤字に直しますとマイナスという表示になってございまして、黒字とい

うことでございますので赤字は出てこないということで、結果的に該当なしということ

でハイフン表示にされるということでございます。

また、少し５ページのほうに戻っていただきまして、続いて、連結実質赤字比率でご

ざいます。算出式についてはごらんのとおりでございまして、分母につきましては先ほ

ど説明しました標準財政規模が分母になります。分子につきましては連結実質赤字額と

いうことで９億１０３万０００円でございまして、これも２ページをごらんくださ

い。２ページの先ほど言いました一般会計等の小計に、その下、国民健康保険事業特別

会計の実質収支から、その右隣の土地開発事業特別会計までの実質収支額あるいは剰余

額を全て足したものがその下の合計というところに入ってきまして、これが９億１０
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３万０００円の黒字ということで、これも赤字が出てこないということで、該当なし

ということでハイフン表示といたしているところでございます。

続きまして、もう一度５ページに戻っていただきまして、続いては、３つ目の一番重

要となる実質公債費比率の算出でございます。これにつきましては、算式につきまして

は記載のとおりでございまして、まず分母につきましては、先ほど説明いたしました標

準財政規模から元利償還金あるいは準元利償還金に係る基準財政需要額の算入額、交付

税に算入される額を差し引いた額、これが分母になってきます。分子につきましては、

地方債の普通会計の元利償還金の額、そして企業会計等の準元利償還金の額、その合計

額から特定財源となる歳入を引きます。それと、元利償還金と準元利償還金に係る交付

税算入の額を差し引いた額で算出するということになってございまして、基準財政需要

額の算入額につきましては、分母につきましては１１億０２７万円ということでござ

いまして、この額につきましては、少し戻っていただいて３ページになります。

３ページの上段で、⑨から⑭までの平成２７年度の金額の合計額がこの数字となって

きます。それから分子に当たります部分で、元利償還金から差し引く部分で特定財源に

つきましては、⑧の特定財源の額となります。そして元利償還金等の交付税算入の額は、

先ほど言いました⑨から⑭の額というふうになります。そして元利償還金と準元利償還

金の合計額につきましては①から⑦番までの合計額となってございまして、それぞれ計

算をいたしますと、その中段にございますように、平成２７年度の単年度の実質公債費

比率が１ １９２０４％というふうに出てきます。これを３カ年平均するということで

ございますので、平成２５年、２６年、２７年のそれぞれの単年度の比率を足して３で

割った数字が平成２７年度における実質公債費比率ということで、１ ６％ということ

で比率が算出されるということになります。

もう一度５ページに戻っていただきまして、続きまして将来負担比率でございます。

将来負担比率の算出式につきましては記載のとおりでございまして、分母は、先ほど実

質公債費比率のところで申しました分母と同じ数字が用いられております。分子につき

ましては、将来負担額から充当可能基金の額、それと特定歳入の見込み額、地方債現在

高における基準財政需要額の算入見込み額の合計額を差し引きまして算出をしてくると

いうことでございまして、これにつきましては４ページのところに算出式が記載をされ

ております。

まず、将来負担額につきましては、上段の地方債の現在高から退職手当負担見込み額

までの合計額が、その下段の将来負担額Ａという欄に入ってきます。そして中段の充当

可能財源等ということで、それら可能基金、特定歳入、そして交付税に算入される見込

み額、この３つを足したものが充当可能財源としてＢの欄に入ってきます。それらを計

算をいたしますと、将来負担比率が３ ６％という比率で算出されるということでござ

います。

続きまして、最後でございます。５ページに戻っていただきまして、資金不足比率で
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ございます。これにつきましては、算出式はごらんのとおりでございますが、先ほども

申しましたとおり、企業会計における資金不足が発生してこないということの中で、該

当なしということでハイフン表示になるというところでございます。

以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 報告説明が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑が特にないようでございますので、質疑を終結します。

報告第１０号については以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いし

ます。

⋞ ⋞

日程第８ 報告第１１号

○議長（安部 重助君） 日程第８、報告第１１号、平成２７年度教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告の件を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第１１号の報告理由並びに内容を御説明申し上げます。

本報告は、平成２７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結

果報告の件でございます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施いたしましたので、別紙のとおり報告書を

提出し、公表するものでございます。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、教育長と教育課長から御説明いたしますので、よろしく御審議を

お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

教育長。

○教育長（澤田 博行君） 教育委員会の澤田です。平成２７年度の神河町の教育ですが、

町では、教育基本法や学習指導要領、ひょうご教育創造プランなどを踏まえ、平成２３

年４月に神河町教育基本計画、かみかわ教育創造プランを策定しました。また、プラン

をもとに毎年、神河町の教育という指導書をつくり、具体的な学校教育、社会教育の取

り組みを進めています。

平成２７年度は「ふるさとを愛し こころ豊かで 自立した 神河の人づくり」を基

本理念に、生きる力を育む教育の推進を図ってきました。また、２７年度の学校教育で

は「学びあい 支えあい 育みあい」の３つの「あい」を基本方針とし、１、希望にあ

ふれ、目標に向かってたくましく生きる力を育む、２、基礎基本の力を定着させ、個性
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と創造性を伸ばす力を育む、３、かけがえのない命を大切にし、ともに生きる力を育む、

４、多くの人と交わり、自然や歴史に触れ、豊かな心を育む、５、神河の一員として地

域にかかわり、ふるさとを愛する心を育むを目標に、子供たちの育成を進めてきました。

特に重点的行動目標として、１つに、笑顔の学校、挨拶から始めよう、２つ目に、確か

な学力、目当て、見通し、振り返り学習で質の向上を図る、３つ目に、やる気は学習か

ら、家庭と連携して家庭学習の習慣をつけるの３つを示し、取り組みを進めてきたとこ

ろです。

次に、社会教育では、青少年、成人、女性、高齢者などの個々のライフステージに応

じた学習や体験の機会の提供、人権教育など今次的課題の解決に向けた学習機会の充実、

公民館等の施設を拠点とした文化芸術や体育スポーツ活動の推進、豊かな自然、歴史、

文化遺産の保存や活用に向けた地域文化の活性化などに努め、神河町が目指す「ハート

がふれあうひと⋞まちづくり」ができる社会教育を推進、実践してきました。

これら１年間の教育活動について外部評価を受けましたので、その実施方法や点検及

び評価結果について課長から報告をいたします。

○議長（安部 重助君） 続きまして、教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田です。それでは、報告第１１号の内容につき

まして、私のほうから御説明をいたします。お手元の資料、教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条の規定に基づく教育委員会の点検⋞評価（平成２７年度対象）をご

らんください。

まず、表紙をおめくりください。めくっていただきましたこのページは、今回の報告

につきまして、教育委員会が規定しております点検及び評価の実施方針です。内容につ

きましては昨年度とほぼ同様ですので詳細な説明は省略いたしますが、毎年１回、点検、

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し議会に報告するとともに、公表すること

により町民への説明責任を果たし、町民に信頼される教育行政を推進することを狙いと

しております。

今年度も外部評価委員として５名の方を委嘱し、７月６日と７月２７日に委員会を開

き、１回目に、先ほどの教育長からの説明なども含めて、神河町の教育の取り組み状況

や事業の概要を説明しました。２回目には、教育委員会事務局によります自己評価及び

学校教職員や児童⋞生徒、ＰＴＡ役員へのアンケートをもとにした内部評価と、その評

価ポイント等の説明を行い、質疑を受けました。その後、評価委員としての点検、評価

を文書で御提出いただき、事務局でまとめたものを８月１９日に開催しました教育委員

会において報告し、確認いただいた上で報告書を取りまとめました。その報告書が、お

手元のＡ４横書きの資料、神河町教育委員会平成２７年度神河町の教育施策外部評価シ

ートです。本日議会へ報告させていただき、これを受け簡潔にまとめたものを１０月上

旬にホームページで公表する予定にしております。

それでは、初めに、評価シートの概要について簡単に説明をいたします。表紙をめく
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っていただき、１ページ目をおあけください。まず評価は、Ａの十分に達成されている

から、Ｅの達成が困難であるの５段階で評価をしております。一番右側の外部評価委員

の評価は、委員５人それぞれの評価をトータルし評価としており、委員評価のＡからＥ

を５点から１点と点数化して、その平均点が４点以上で、かつ３名以上がＡ評価の場合

はＡ、違う場合はＢ、平均点が ９以下の場合はＣ以下の評価としております。

具体的な内容は後ほど説明いたしますが、表の上段、評価の分野、評価項目、評価内

容につきまして、まず御説明をします。分野につきましては、教育委員会活動、学校教

育施策、社会教育施策、予算執行、事務及び施設設備の５分野とし、９つの評価項目を

２５の評価内容に分けて評価をしております。また、教育委員会事務局及び評価委員の

意見、改善点等を総合所見として７ページ以降に記述しております。

それでは、外部評価内容について御説明を申し上げます。まず、評価シート一番右側、

外部評価、先ほど申し上げた２５項目の評価内容のうち、Ａの十分に達成されているの

評価項目は全部で７項目ございます。Ｂのほぼ達成されているが１８項目で、合計２５

項目の評価をいただいております。表中央の内部評価のＢ、Ａ等の評価ですが、外部評

価と内部評価は同じ結果となっておりますが、評価委員さんによってそれぞれ違った評

価をいただいておるところですが、平均しますと内部評価と外部評価が同じ評価となっ

たところでございます。

次に、主な評価内容、評価の観点等について、特にＡの評価の部分を中心に御説明を

させていただきたいと思います。

まず、１ページ目の学校教育分野の評価項目の①の基礎基本の教育を徹底し、学び合

う学習を充実しますの評価項目です。ここは学力の部分ですが、ここに記載しておりま

すように、教室におきましては複数教員による指導や子供の取り出し指導等を取り入れ、

小規模校においても国語、算数はできるだけ複式での授業を解消するなど、個々に応じ

たきめ細やかな指導を行ったことや、学校において作成した家庭学習の手引により児童

⋞生徒や保護者への啓発指導を行い、予習、復習を中心とした家庭学習に力を入れたこ

と、また、これらの効果の一つとして、町内小⋞中学校の全国学力状況調査結果として、

国語、算数、数学のＡ、Ｂ問題とも全国平均を ６から１ １ポイント上回ったことな

どを報告いたしました。

外部評価委員さんからは、学力部分ではＡ評価をいただきましたが、総合所見等では、

全国学力⋞学習状況調査の結果はよい結果となっているが、しかし、生きる力を総合的

に見ると、成績がよいだけでは評価できないというような御意見も頂戴したところです。

次に、同じく学校教育の②かけがえのない命と人権を大切にした心の教育を進めます

の評価項目です。ここは人権や心の部分ですが、ここでは各校とも人権教育指導計画を

立て、全領域で自他を大切にした人権意識や人権感覚の高揚に努めたことや、いじめ、

問題行動等の意識調査では、多くの子供がいじめはいけないことだとしっかりと捉えて

いること、また教育相談等も、きめ細やかな取り組みにより、平成２７年度においても
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いじめ、暴力行為等については、ささいなけんかやトラブルはあったものの、新聞報道

等に出ているような大きな問題はなかったことなどを報告し、Ａ評価をいただいたとこ

ろでございます。

次のページ、２ページをごらんください。一番下、⑤の遊びや体験⋞交流活動を創造

し、心豊かな子供を育てますの評価項目です。ここは幼稚園や預かり保育など子育て支

援の部分ですが、平成２７年度に全幼稚園においてホームページを立ち上げ、ふだんの

園の活動が保護者に伝わるよう全職員が積極的な情報発信に努めたことや、小規模幼稚

園同士、また小規模幼稚園と大規模幼稚園の交流、幼稚園と小学校の幼小連携や、高齢

者、地域との連携を積極的に取り組んだことなどを報告し、これにつきましてもＡ評価

を受けています。

次に、社会教育分野では、４ページをおあけください。中段の、みんなでチャレンジ、

スポーツ活動の充実に努めるの評価項目では、平成２７年度が町制１０周年で、１０周

年記念事業としてＮＨＫラジオ体操や高原マラソンなどを実施し、町内外の多くの皆さ

んに御参加いただいたこと、特にラジオ体操は、イベントだけではなくて健康福祉課と

の連携のもと、ふだんからケーブルテレビ、また告知放送等を活用し、ラジオ体操やウ

オーキングなどのスポーツが定着してきていること、また、冬場の町民マラソン等の参

加者数も年々増加するとともに、各種団体を支援する中で青少年スポーツ活動にその成

果が見えていることなどを報告し、Ａ評価を受けました。

次に、４ページ一番下段の、神河に所在する歴史文化遺産の保護⋞保存⋞活用と次世

代への継承に努めるの評価項目では、さきの議会でも報告させていただきましたが、神

河町歴史文化基本構想が完成し、今後の歴史文化や町づくりの大きな第一歩となったこ

となどから、Ａ評価を受けました。

また、５ページ、６ページの事務及び施設設備の管理分野では、寺前小学校第２期大

規模改造工事の完成や、旧粟賀小学校解体工事の完了など、予定していたハード事業が

完全に適切に完了したことでＡ評価を受けております。

最後に、７ページの総合所見のほか、委員会での委員の方々の発言では、十分な成果

を上げている、充実していると思う、有意義な活動がなされているなど、いい評価をい

ただいている反面、いじめについては、日常的なからかいなどを見過ごさず、見えるも

のだけでなく、やり過ぎるぐらいの予防の取り組みをしてください、また情報化問題で

は、情報は不可欠だが、情報モラルについては大人も子供も継続した啓発をお願いしま

す、学校環境の整備や通学路の改善についてなど、課題の指摘や貴重な提案、提言をい

ただきました。

今後、この評価と所見を十分に尊重、理解しながら、神河町の教育をより充実したも

のとして推進していきたいと考えております。

以上、はしょった説明ではありますが、平成２７年度神河町の教育施策評価シートの

説明を終わらせていただきます。
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○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑、特にないようでございますので、質疑を終結します。

報告第１１号については以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いし

ます。

⋞ ⋞

日程第９ 第６７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第６７号議案、神河町峰山高原スキー場の設置及び

管理に関する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例制定の件でございま

す。

今年４月に、雪彦峰山県立自然公園に関する公園計画の変更としてスキー場設置事業

が県に認められたことに伴い、地方自治法第２４４条の２第１項の規定に基づき、神河

町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例を制定するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、地域振興課観光振興特命参事から御説明いたしますので、よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。この条例に

つきましては、平成２９年１２月にオープン予定の峰山高原スキー場についての条例提

案でございます。現在においてはまだ何もできていない段階での条例制定ではございま

すが、スキー場建設に向けて事前にさまざまな準備が必要であることから、この時期に

提案させていただきました。

条例内容につきましては、近隣スキー場や他県のスキー場の例などを参考に商工観光

係のほうで素案をつくらせていただきまして、まちづくりグループ会議にて内容調整、

その後、総務課の条例担当と文言その他をチェックいたしました。

条例内容につきましては、設置、名称、位置、スキー場の施設及び設備、それから開

業時間、指定管理者による管理、業務、利用料金を定め、管理運営に関しては施行規則

のほうで定めております。なお、条例制定につきましては議会承認日となりますが、施

行期日につきましては、このたびの工事完成予定が２９年の１０月ごろを予定いたして
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おりますが、自然災害その他想定外の事象により工事期間が延びたときに備えて、条例

公布の日から起算した２年以内といたしております。

以上が、非常に簡単ではございますが、条例提案の内容説明といたしますので、よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。１ページ、第４条の開業時間なんです

けども、４月１日から１１月３０日までは休業ということなんですけど、指定管理され

て開業中は指定管理になるんですけど、これ休業中は誰が管理する形になるんでしょう

か。それがまず１点目です。

それと、あと別表で使用料等が一覧に載っとるんですけども、県下のスキー場の使用

料金と、それと指定管理受けてる業者名なり直営とかいろいろあると思いますけども、

それを比較できて見れるような資料の提示をお願いしたいんですけども、どうでしょう

か。その２点お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下です。まず１点目の開業時

間のことに関して、要は、冬場はいいですけどそれ以外のときはどうするのかというこ

とでございます。その部分につきましても夏場利用を考えておりますので、同じ指定管

理者のほうで運営管理をしていただくことになると思います。その根拠といたしまして

は、さきの委員会のほうでも少しお話しさせていただきましたけども、目的外使用とい

う条項におきまして、指定管理者は、町長の承認を得てスキー場の適正な管理に支障を

及ぼさない範囲内でスキー場の施設及び設備を目的外に使用することができるというこ

とにしておりますので、この条項を適用いたしまして夏場の利用を促進したいというふ

うに考えております。

それから、２点目の料金の比較についてですけれども、これ、この次の委員会のとき

に、それぞれが比較できる資料を提出したいと考えております。

○議長（安部 重助君） ほかに質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。条例の中身でなくして、ちょ

っと基本的なことを１点、お尋ねというんですか、確認をしておきたいんです。これ、

地方自治法に基づきますところの施設の設置管理条例ですね、これについては過去の例

からでも準備行為等がありますので、その施設が運営というのか、オープンする前にそ

れぞれこういう条例を制定するのが通例というんですか、過去の例であるんですが、た

だ、今先ほど山下参事の説明ありましたように、このスキー場につきましてはまだ入札

もしてない、現場も全くないという部分の中での条例制定の提案ですので、事前に制定
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する時期を、今でいいますと、オープンの時期からいいますと１年３カ月ほど前に既に

提案をしてるという状況になってます。その辺では、事前に制定する時期ですね、これ

については１年、全く実態すらないという部分の中でのこの条例提案について、法に触

れるというか、その辺の制限とかいうのがあるかないかということで１点お尋ねしたい

と思います。それについて、見解というんですか、それをお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。条例案をど

の時点で議会に提出し、どの時点で制定するかにつきましては、周知期間などを考慮し、

政策的な判断にされるところが多いのが現状でございます。

一般的には、公の施設の設置には、公の施設を住民が利用できる状態になっているこ

とが必要であるとされています。しかし、現実的には利用できる状態になっているのは

施設オープンの直前であることも多く、議会の会期との関係や利用申し込みの事前受け

付けの関係から、相当程度以前に条例を制定することが多くなっています。特に指定管

理者制度が導入されてからは、設置条例の制定、その次の段階といたしまして指定管理

者選定の手続、またその次には指定、議案提出という流れを経なければならないため、

条例を制定する時期をさらに早めなければならないというのが現状でございます。ただ、

こういった場合に当該条例の施行日を規則に委任することが多く、後日施行日を定めて

います。

このたびのスキー場整備につきましては、まず指定管理者の決定をしなければならず、

施設管理を受けた指定管理者は、全くの新施設であるため、従業員募集、宣伝、広報、

レンタル備品の発注、指定管理者による法的申請など多くの事前準備が必要なため、条

例制定を先に行い、指定管理者を決定する必要があります。

以上の点からこのたびの条例の提案という格好になっておりまして、法的には特に問

題はございません。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

ここでお諮りします。本案については、峰山高原スキー場整備事業調査特別委員会に

審査を付託したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第６７号議案は、峰山高原スキー場整

備事業調査特別委員会に審査を付託することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１０ 第６８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第６８号議案、神河町デジタル防災行政無線シス

テムの設置及び管理に関する条例制定の件を議題といたします。
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上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町デジタル防災行政無線システムの設置及び管理に関する条例制定の

件でございます。

神河町地域防災計画に基づく情報の収集、伝達体制の整備及び強化に関し、円滑な通

信の確保を図ることによって住民の生命と財産の保全に資するため、神河町デジタル防

災行政無線システムを整備することに伴い、地方自治法第２４４条の２第１項の規定に

基づき、神河町デジタル防災行政無線システムの設置及び管理に関する条例を制定する

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきましては、住民生活課防災特命参事から説明いたしますので、よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。そ

れでは、第６８号議案の詳細につきまして御説明を申し上げます。

それでは、本条例を順に御説明申し上げます。

第１条は、本条例の趣旨を規定しております。

続きまして、第２条は、用語の定義を規定しております。１号、親局は役場に設置い

たします。２号、中継局は１カ所でございまして、大嶽山山頂に設置いたします。３号、

簡易中継局は１カ所で、越知の熊野神社に設置いたします。４号、再送信子局は４カ所

で、猪篠、上小田、川上、栗の各公民館に設置いたします。５号、再々送信子局は、作

畑の観音堂に設置いたします。６号、屋外拡声子局は、各公民館等３８カ所に設置いた

します。７号、戸別受信機は２００個を設置予定でございます。８号、遠隔制御装置

等、以上８つの用語につきまして、それぞれごらんのとおり定義をしております。

続きまして、第３条、親局の設置場所は役場内と規定しておりまして、具体的には役

場本庁２階の小会議室を設置場所といたします。

続きまして、第４条は、防災行政無線の業務範囲を規定しております。この中で各区

からの放送につきましては、第７号、町長が必要と認めた業務に含まれるものとしてお

ります。なお、お悔やみ放送は町内全域放送となります。

続きまして、第５条は、業務区域を規定しております。

続きまして、第６条は、防災行政無線の使用について規定をしております。具体的に

は、町の無線通信取扱者の職員の指示のもと当該装置を使用できる者として、規則の第

２条で規定しております。各区からの放送を行う場合は、この規則第２条第２号に規定
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する防災行政無線システム利用届、様式第１号を町長に提出し、承認されることが必要

となります。承認された場合は、町長名で認証番号等の付与が行われます。

続きまして、第７条は、戸別受信機の設置及び貸与について規定しております。基本

的には、町内に居住する世帯、住民票の関係はございません。と、希望する事務所また

は事業所にできるだけ多く設置する方針でございまして、それぞれ戸別受信機等を１台

無償貸与、設置いたします。

第１項第３号の規定は、神河町地域防災計画に掲げる指定緊急避難場所及び指定避難

所に１台無償貸与するものであります。同じく第４号の規定は、町長が防災上必要と認

めた施設の規定でありまして、町内の特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、保

育園、交番、駐在所等に１台無償貸与するものであります。

第２項及び第３項で、戸別受信機等は無償で貸与、設置すると規定しております。た

だし、第２項及び第３項のそれぞれの第１号、町内に居住する世帯と事務所または事業

所に増設する場合、及び第２号において同条第１項第５号で規定する全各号に掲げる者

のほか町長が必要と認めた施設の管理者は、戸別受信機１台につき２万０００円の負

担と、あわせて外部アンテナが必要な場合は設置に係る労務費を負担していただく規定

としております。戸別受信機の費用は役場に納付していただく予定です。労務費につき

ましては直接業者に支払いを行っていただく予定です。労務費の金額につきましてはケ

ーブルの長さにも影響されますので、このような支払い方を予定しております。労務費

の金額につきましては、業者と取り決めを毎年行い、住民の方へ周知いたします。

続きまして、第８条は、設置及び貸与の申し込みについて規定をしております。ケー

ブルテレビの申込者約９００人につきましては設置世帯として把握しておりますので、

この規定によりまして、改めて全員に申込書を書いていただく手間を省略するものでご

ざいます。神河町個人保護条例第７条、利用及び提供の制限の条文第１項の規定におき

まして、実施機関の長は、個人情報を個人情報の収集の目的の範囲を超えて利用し、ま

たは当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときはこの限りでないとしまして、その第４号で、実施機関の長が公益上特に必要

があると認めるときと規定しております。この規定に基づき、ケーブルテレビの申込者

の個人情報を適正に利用させていただく考えでございます。

続きまして、第９条は、戸別受信機の保守管理に必要な費用負担を規定しております。

乾電池につきましては附属品として納品させていただきますが、使用期限があること及

び液漏れ防止の面から、１年で交換していただくように戸別受信機にシール表示するこ

とを考えております。

続きまして、第１０条は、保管義務について規定しております。

続きまして、第１１条は、被貸与者の変更等について規定しております。

続きまして、第１２条は、負担金の不還付について、２万０００円を納付された場

合について規定しております。
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続きまして、第１３条は、外部アンテナ等の撤去について規定しております。

続きまして、第１４条は、規則への委任について規定しております。

最後に、附則ですが、第１項として施行期日を規定しております。この条例は、公布

の日から起算して１年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行するという

ことにしております。順調にいけば施行期日は平成２９年４月１日を予定しております

が、附則第１項の大雪等不測の事態により工期までに完了しない場合のことを想定して

おります。続きまして、第２項は準備行為について規定しております。今回の条例の制

定に伴い、管理運営に必要な事項を規則として定めており、議案の後ろにつけておりま

すので御参照ください。

以上、本条例につきまして詳細を説明させていただきました。よろしく御審議くださ

いますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。所管委員会に入ってないんでちょっと

お尋ねしたいんですけど、戸別受信機に外部アンテナ必要な割合は、全町でどのぐらい

になるんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） お答えいたします。当初の設計では

０００個の積算をしておりますが、実質、今後１０月５日から集落回りで説明をさせ

ていただく中で、今現在、役場に親局の工事を本日から進めております。それで、大嶽

山の中継局にも基礎工事を始めておりますが、まず親局から中継局への電波を確認しま

して、その中で再送信子局に電波を飛ばす工事を進めます。その中で実際の外部アンテ

ナが必要な数を最終的に確認する予定でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。要は、まだの段階、何にもわからない

ということですか。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 今のところ、最大で０００本を見

込んでいるということでございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほかございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。第７条の中で、第４号には町長が防災

上必要と認めた施設または事業所という表現があり、同じく５号では町長が必要と認め

た施設ということで、防災上必要という部分で若干ニュアンスが違うわけですが、その

中で先ほどは保育所、駐在所、それから特別養護老人ホームですか、そのような具体的
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な施設の名前も説明にあったんですが、この４号と５号で想定というか、一応あらかじ

め予定されてます施設というんですか、その内容の区分をお願いしたいということです。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） お答えいたします。第７条の４号に

つきましては、今御説明したようなことでございます。５号につきましては、今は特に

想定しておりませんが、今後運営する中で、この１号から４号において規定しない場合

のことを想定しておりまして、具体的な施設名は今現在考えておりません。以上でござ

います。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。私、今４号と５号の中でこだ

わったというのは、４号と５号の大きな違いはね、経費の負担が出てくるか出てこない

かという部分の、利用者側からしてみたら大きな違いが出てきますので、初めその辺の

部分については確かに今の段階では想定ができないというのもわかるんですが、将来に

向けて、その辺の部分はやっぱりこの施設という部分の区分をはっきりしておくべきや

と思うんですが、その辺についての見解はどうでしょうか。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 規則等で明記するなり、そういう運

用につきまして、今後、担当者とかの交代によって差異が出ないように努めてまいりた

いと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結し、第６８号議案

を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第６８号議案は、原案の

とおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第１１ 第６９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第６９号議案、神河町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第６９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定の件でございます。

建築基準法施行令第１２３条第３項の改正に伴い、４階以上の階に保育室がある小規

模保育事業所及び事業所内保育事業所の特別避難階段の構造に関する取り扱いが変更に

なったことによる改正でございます。ただし、当町には該当する保育所は設置されてお

りません。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、詳細を説

明いたします。

本議案は、建築基準法施行令第１２３条第３項の改正に伴い、４階以上の階に保育室

がある小規模保育事業所Ａ型及び事業所内保育事業所における特別避難階段の構造に関

する取り扱いが変更になったことによる条例改正でございます。

議案の横書きの新旧対照表をごらんになってください。これは最初の分が、１ページ

の分が小規模保育事業Ａ型を行う分でございます。表の４階以上の階の１のところ、下

側ですね、アンダーラインの部分が改正部分でございます。改正前は「屋内と階段室と

は、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備を有する付室

を通じて連絡すること」となっておりましたものを、改正後は「屋内と階段室とは、バ

ルコニー又は付室を通じて連絡すること」に改められました。改正後は、階段室または

付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に

防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通

大臣の認定を受けたものであることをうたっております。

平たく申し上げますと、階段付近に防火扉があり、火事の際に排煙できる仕組みにな

っておれば、開くことのできる窓は設置されていなくてもよくなったというものでござ

います。

また、同施行令の１２３条第３項に新たに２号が追加になったため号ずれが生じたの

で、これも改正をしております。

次のページの２ページ、３ページなんですけども、これは事業所内保育事業所のこと

をうたっておりまして、この改正内容も先ほど申しました小規模保育事業Ａ型と同様の

ものでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。終わります。
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○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結し、第６９号議案

を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第６９号議案は、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第１２ 第７０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第７０号議案、神河町生活排水処理施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例制定の件でございます。

公共下水道は、下水道法の規定で排水区域は同法第９条第１項により公告された区域

とされており、区域外の放流は認められておらず、事業計画の変更を行い、排水区域の

追加を行う必要があります。自然災害の発生等、急を要する場合などは、条例で排水区

域外汚水の放流の項目を設け、受け入れできる根拠を明確にしていれば暫定的に受け入

れることが可能となります。ただし、直近の事業計画の変更において区域変更を行う必

要があります。

以上のことより、排水区域外汚水の放流の条例整備を行い、自然災害等緊急時にも公

共用水域の保全を行うためのものであります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課、中島でございます。第７０号議案の詳細
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について説明いたします。

条例の概要については先ほど町長が説明したとおりで、緊急時等に町の判断により排

水区域外の汚水の放流ができるように条例整備するものであります。

詳細について説明します。資料の新旧対照表をごらんください。第４条１項の後に追

加いたします、排水区域外汚水の放流として、第４条の２第１項、町長は、排水区域外

の汚水排除のために処理施設を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該処理施

設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。第２項、前

項の許可を受けた者は使用者とみなして、この条例の規定を適用する。第３項、第１項

の許可を受けた者は、処理施設を使用することにより当該汚水排除に必要な処理施設の

新設等を行う必要がある場合は、当該工事に要する費用を負担しなければならない。以

上が条例改正の内容となります。

次に、条例改正に伴い、規則についても関連があるために改正いたします。そちらも

新旧対照表をごらんください。第２条の第１項、改正前は「使用等」で改正後は「休止

等」という文言の変更ですけども、新設する文言との関連により字句を訂正いたしたい

と思います。

第２条に、排水区域外の許可等を新設追加いたします。第２条の２第１項は、許可す

る条件であります。 処理施設を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合、

町の広域的な環境保全上、適正な設置を図る必要がある場合、第２条の２第２項は、

使用許可等を受けようとする場合は、第２条の供用開始の許可等にあるように、生活排

水処理施設使用等許可申請書等の提出をし、許可を受けなければならないということで

ございます。

以上が詳細説明でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。新しくこの条例で排水区域外

の処理を違う施設で処理できるという内容だと思うんですが、具体的な場合のことを想

定してお聞きをしたいんですが、例えばいろいろな施設の中での、みずからが持ってい

る処理施設の汚泥とか汚水をくみ取って、違う施設、区域外の施設に投入するというこ

とがこの条例で可能になったかどうか、それを１点お尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 神河町に有する処理場の中で、緊急時の場合、例えば

自然災害等によってどっかの処理場が使えなくなったいうような場合は、この条例をも

って、違う町内にあります処理場に持っていくことが可能になりますね。

でも、そういうところもあるんですけども、この基本のところは、特に公共下水の関

係なんですけども、公共下水についてはエリアが限られております。例えば具体的に言
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いますと、ヨーデルの森なんかでしたらエリア外になっております。もしエリア外の汚

水を入れようとすると、本来は事業計画の変更を県に提出して、その提出後に受け入れ

するというところなんですけれども、この条例で、町の判断でもうやむを得ない場合、

あるいは緊急の場合は暫定的にそのエリアを拡大して取り込むことができるということ

で、ただし、直近の事業計画の変更は必ずしなければならないというところで、とりあ

えず町の判断によって区域外の汚水を流入、流入というか、放流させることができると

いうところがこの条例の内容でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。ということは、やっぱりどうしても先

に事業区域の変更というんか、それをしておかなければ区域外の施設に投入できないと

いうこと、そのように理解しとってよろしいんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課長です。本来は事業計画の変更をしてから

受け入れするというのが本筋なんですけれども、緊急時の場合とかやむを得ない場合、

あるいは町が判断した場合は、先に受け入れをして、その後にすぐに事業計画の変更を

しますということでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第７０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第７０号議案は、原案の

とおり可決されました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１４時４０分といたします。

午後２時１８分休憩

午後２時４０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

⋞ ⋞

日程第１３ 第７１号議案

○議長（安部 重助君） それでは、日程第１３、第７１号議案、平成２８年度神河町一
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般会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町一般会計補正予算（第３号）でございまして、補正予

算（第２号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の主な要因は、地方債補正において臨時財政対策債の確定による減額、普通交付

税の算定結果による普通交付税の増額及び地方特例交付金の減額、平成２７年度決算確

定による前年度繰越金の増額及び財政調整基金積立金、公共施設維持管理基金積立金の

増額、平成２７年度の国、県負担金等の精算による返還、追加交付の補正、医師修学資

金貸与金１名分の増額、被災地復旧復興派遣職員等に係る時間外勤務手当の増額、総合

行政ネットワークのセキュリティー強化対策に係る経費の増額、集落支援員、地域おこ

し協力隊、情報発信専門員、移住プランナーの各事業に係る補正、町税過誤納等還付金

の増額、個人番号カード交付事務に係る国庫補助金及び事業費の増額、防犯灯設置補助

金の増額、地域介護拠点整備及び地域介護⋞福祉空間整備事業の増額、公立神崎総合病

院の北館耐震の２次診断に係る国庫補助金と病院事業会計への補助金の増額、グリーン

エコー笠形の浴槽タイル、汚水処理施設の修繕料と地下タンク清掃委託料の増額及びト

イレ改修工事の予算の組み替え、スキー場整備事業費の予算の組み替え、道路橋梁維持

工事費、河川改修工事費の増額、国庫補助事業、埋蔵文化財緊急発掘調査事業の採択に

よる事業費の増額及び県補助事業のふるさとづくり推進事業費の減額、今回の補正にお

ける財源調整として、財政調整基金繰入金の減額等でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１０６万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５億６４９万０００円とするもので

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。詳細説明を

いたします。

それでは、まず６ページをお開きください。第２表、地方債補正、１、地方債の変更

でございます。臨時財政対策債で、普通交付税の算定結果によりこのたび４６５万

０００円を減額し、限度額を２億６３４万０００円とするものでございます。これ

に伴いまして、地方債の限度額の総額は１９億７６４万０００円となっております。
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続いて、歳入歳出補正予算事項別明細書で説明をいたしますので、９ページ、歳入を

お願いいたします。

９款地方特例交付金、１項減収補填債特例交付金、１目減収補填特例交付金３９万

０００円の減額でございます。これにつきましては、住宅借入金等特別税額控除減収補

填分でございまして、普通交付税の算定結果により減額をいたすものでございます。

１０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税でございます。まず、普通交付

税２８４万０００円の増額でございます。これにつきましては、平成２８年の算定

結果により増額をいたすものでございます。算定結果を申し上げます。基準財政需要額

につきましては４４億７０９万０００円、基準財政収入額につきましては１７億８

６０万０００円、差し引き交付基準額につきましては２７億８４８万０００円で

ございます。これから調整額を差し引きまして、調整額については３６４万０００円

を差し引きまして、交付額といたしまして２７億４８４万０００円ということで、

当初予算額から２８４万０００円増額するというところで増額をいたすものでござ

います。続きまして、特別交付税でございます。５０万円の増額、これにつきましては、

上下水道事業の経営戦略策定に係る繰り出し基準の部分で、一般会計からの補助金に対

しまして２分の１相当額が特別交付税に算入されるというところで増額をするものでご

ざいます。

１２款分担金及び負担金、２項負担金、１目総務費負担金、１節総務管理費負担金１

２０万円の増額でございます。これにつきましては、被災地復旧復興支援ということで

派遣しております職員の時間外勤務手当に係る部分の負担金として受け入れるものでご

ざいます。２目民生費負担金、２節老人福祉費負担金２８万０００円の増額でござい

ます。これにつきましては、新たに養護老人ホームへ措置となる１名分の徴収金でござ

います。

１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金１４１万０００円の増

額でございます。これにつきましては、過年度分私立保育所運営費負担金というところ

で、平成２７年度の実績報告に基づき追加交付をされるもので増額をいたすものでござ

います。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金２９２万０００円の増額でございます。こ

れにつきましては、個人番号カード交付事業補助金２８３万０００円ということで、

平成２８年度の事業費補助金の確定見込み額の通知に基づき今回増額をいたすものでご

ざいます。事務費補助金９万円の増額につきましては、個人番号カードの交付につきま

しては日曜に臨時窓口を設けまして交付をいたしました。その事務経費について申請を

し、補助を受けるべく増額をいたすものでございます。

２目民生費国庫補助金、２節老人福祉費補助金２６８万０００円の増額でございま

す。これにつきましては、地域介護⋞福祉空間整備等推進事業交付金ということで、介

護者の負担軽減をするための機器、設備の整備に係るものとして補助を受けるものでご
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ざいまして、町内にある３つの施設を対象として受けることといたしております。あや

め苑、うぐいす荘、によん神河、それぞれの施設の整備に係るものに対して受けるべく

申請をいたしまして、計上をいたすものでございます。

３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金２５１万０００円の増額でございま

す。これにつきましては社会資本整備総合交付金ということで、公立神崎総合病院の北

館改築に際しまして、北館の耐震診断、２次診断を受けるために国庫補助金を受けるも

のでございまして、補助限度額の２分の１を計上をいたしております。

４目土木費国庫補助金、２節住宅費補助金１００万円の増額でございます。これにつ

きましては、社会資本整備総合交付金、定住促進というところで、さとの空き家活用支

援事業に係るものでございまして、２件増加をいたしましたところで１００万円の増加

ということで増額をするものでございます。

続いて、１０ページをお願いいたします。５目教育費補助金、４節社会教育費補助金

１２５万円でございます。埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金ということで、今回、文部

科学省の所管の国庫補助事業であるこの補助金につきまして、銀の馬車道の遺構の発掘

調査ということで、実態を明らかにするための調査について申請を行っていたところ、

このたび採択を受けたというところで、内定額の２分の１相当額を計上をいたしており

ます。

１５款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金７１万０００円の増額でござ

います。これにつきましては過年度分私立保育所運営費負担金ということで、平成２７

年度の実績報告に基づいて追加交付されるもので増額をするものでございます。

２項県補助金、２目民生費県補助金、２節老人福祉費補助金９６０万円でございま

す。これにつきましては、地域介護拠点整備費補助金ということで、特別養護老人ホー

ムのうぐいす荘につきまして、既存施設の改修というところで、多床室のプライバシー

保護に対しましての施設の改修ということで補助を受けるべく申請をいたしておりまし

て、それの増額でございます。３節医療助成事業費補助金１９８万０００円の増額、

これにつきましては過年度分の補助金でございまして、平成２７年度の実績報告に基づ

き追加交付をされるものでございます。４節児童福祉費補助金につきましては、まず子

ども⋞子育て支援交付金、地域子育て支援拠点事業５７２万０００円の増額でござい

ます。これにつきましては、子ども⋞子育ての学習センターの事業に充てるべく、今回

事業費の３分の２を補助対象として計上をいたすものでございます。続きまして、幼稚

園実費徴収に係る不足給付事業ということで１万０００円の増額でございます。これ

につきましては、生活保護に新たに認定された世帯の園児に係る実費徴収金に対しまし

て交付を受けるべきものとして申請をいたしまして、１万０００円の増額でございま

す。

６目土木費県補助金、２節住宅費補助金２００万円の増額でございます。さとの空き

家活用支援事業補助金でございまして、２件増額をいたしておりまして、その分の県か
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らの補助金を受けるべく増額をするものでございます。

８目教育費県補助金、３節社会教育費補助金でございます。まず、ふるさとづくり推

進事業補助金５０万円の減額でございます。これにつきましては、国庫補助金のところ

で埋蔵文化財の緊急発掘調査の補助金が採択をされたというところで、当初予算でふる

さとづくり推進事業で幾らか発掘調査に係る事業費を計上し、補助金を計上しておりま

した部分につきまして、今回５０万円を減額をするというものでございます。埋蔵文化

財緊急発掘調査費補助金６２万０００円につきましては、国庫補助金の随伴補助とい

うことで、内定額の４分の１を受け入れるものでございます。

３項県委託金、１目総務費県委託金３万０００円の減額につきましては、統計調査

費委託金でございまして、それぞれの市町交付金の確定見込みにより減額をいたすもの

でございます。

１６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１１８万０００円の増額

でございます。これにつきましては財政調整基金利子ということでございまして、３年

満期の積み立てをいたしておるわけでございますけども、その計算過程において複利計

算という計算が入ってきまして、それを当初予算で漏れ落ちておった部分を今回補正を

いたしておるところでございます。

続いて、１１ページをお開きください。１７款寄附金、１項寄附金、２目指定寄附金

１００万円の増額でございます。これにつきましては、神河まち⋞ひと⋞しごと創生寄

附金ということでございまして、地方創生の一環として神河町の地域再生計画というと

ころで認定を受けまして、その中で、スキー場整備事業が地方創生応援税制、企業版ふ

るさと納税の事業として認可を受けたという中で、寄附金を受けるべく予算を計上をい

たしたところでございます。

１８款繰入金、１項他会計繰入金、５目地区振興基金特別会計繰入金５０万円の増額

でございます。これにつきましては寺前地区振興基金特別会計からの繰入金でございま

して、寺前漁業組合の補助金に充当するものでございます。２項基金繰入金、６目財政

調整基金繰入金７８５万０００円の減額、これにつきましては今回の歳出補正の財

源調整として減額をいたすものでございまして、この９月の補正によりまして、９月補

正後の残高見込みといたしましては１８億７７０万０００円となる見込みでござい

ます。

１９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金１億３１３万０００円の増額でございま

す。これにつきましては、平成２７年度決算確定により今回増額をいたすものでござい

ます。

２０款諸収入、５項雑入、２目雑入でございます。まず、新市町村振興交付金１６９

万０００円の減額でございます。これにつきましては、サマージャンボ宝くじの交付

金として交付確定見込みにより今回減額をいたすものでございます。９節雑入３１０万

円の増額につきましては、振興協会市町交付金というところで今回歳出補正で防犯灯Ｌ
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ＥＤ化の補助金を計上しておりますが、それに充当するべく宝くじの市町交付金を充当

するために計上いたしております。

２１款町債、１項町債、１目臨時財政対策債４６５万０００円の減額につきまし

ては、先ほど第２表で説明したとおりでございます。

続いて、歳出、１２ページをお開きください。２款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費１５４万０００円の増額でございます。まず、９節旅費２５万０００円、

そして１２節役務費４万円、１４節使用料及び賃借料０００円、この３つにつきまし

ては、被災地へ今現在、復旧復興派遣している宮城県山元町への、ふれあい産業祭への

参加経費の今回増額でございます。予定といたしましては、１１月２０日に予定されて

いる産業祭に参加するということで増額をさせていただいております。

１１節需用費１６５万０００円の増額、これにつきましては消耗品費ということで、

セキュリティー対策の一環でございます。パソコンにログインするために、国、県から

の指導によりまして２つの要素でもって認証をしてくださいというところの中で、それ

らの認証するための認証リーダー、あるいは認証カード等の機器の経費として今回増額

をいたすものでございます。

続きまして、１３節委託料でございます。まず、システム運用維持委託料８８万０

００円の減額でございます。これにつきましては、契約を平成２８年度いたしておりま

すので、それにより減額をいたすものでございます。システム導入委託料９０３万０

００円の増額でございます。これの内訳につきましては、公会計に係るものが６８万円

の減額、健康福祉課の健康管理システムに係るものが２５万０００円の増額、そして

セキュリティー強化対策に係るものが９４６万０００円の増額ということで、それぞ

れシステムの導入について増減をいたしております。続いて、ネットワーク設定委託料

９７万０００円の減額でございます。これにつきましても、設定作業の内容等の精査

により今回減額をいたすものでございます。

１５節工事請負費５６万０００円でございます。これにつきましては引き込み工事

ということで、ネットワーク、ＬＡＮの関係工事でございまして、これも工事内容の精

査により今回減をいたしておるところでございます。備品購入費０５７万円でござい

ます。これにつきましては、ネットワークに係る部分の備品購入でございます。

２１節貸付金２４０万円の増額でございます。本年度、修学資金貸与者の募集をいた

しましたところ、２名の応募がございまして、２名とも貸与の部分で貸与していくとい

う決定をされたことによりまして、当初予算で１名分組んでおりますので、今回１名分

を増額をいたすものでございます。

４目財産管理費、２５節積立金でございます。まず財政調整基金積立金７７５万

０００円の積み立てでございます。これにつきましては、まず繰越金が確定をいたしま

したので、その実質収支額の２分の１を積み立てるという部分が６５６万０００円、

そして財産収入のところで利子を増額いたしましたので、その部分の利子収入が１１８
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万０００円、あわせまして増額をいたしております。公共施設維持管理基金積立金

７３０万円の増額でございます。これにつきましても、決算が終わりましたのでその実

質収支額の１割相当を積み立てるということになっておりますので、今回増額をいたし

ております。

６目企画費でございます。まず３節職員手当等１２０万円の増額でございます。これ

につきましては時間外勤務手当ということで、被災地復旧復興支援ということで派遣し

ております職員に係るものでございます。８節報償費３６万円、アドバイザー謝礼の増

額でございます。これにつきましては、現在、長谷地域の若者による地域づくりのワー

クショップを開催をいたしておるところでございますが、これがすごく熱心にやられて

いるというところの中で、増額をしながらふやしていくということで今回増額をいたし

ております。１２節役務費０００円の増額につきましては、集落支援員の活動経費の

増額でございます。１４節使用料及び賃借料でございます。借家借り上げ料３１０万円

につきましては、移住プランナーに係る増額でございます。家賃４１万円につきまして

は、情報発信専門員に係るものでございます。１６節原材料費１３万０００円につき

ましては、地域おこし協力隊の支出見込みにより今回減額をいたしまして、１８節備品

購入費１３万０００円というところで地域おこし協力隊の活動に不可欠なパソコンの

購入に充てるというところで、原材料を見込みの中で減らしながら一般備品を増額をい

たすものでございます。

８目諸費でございます。まず町税過誤納還付金２２０万円の増額でございます。これ

につきましては、今後、法人税の確定申告による高額還付、それと町民税の過去４カ年

の確定申告による還付等が見込まれるという中で増額をいたしておりまして、この増額

によりまして総額が５２０万円になるものでございます。

続いて、以下の過年度医療助成返納金、そして子ども⋞子育て返納金、社会福祉等法

人軽減補助金の返還金につきましては、平成２７年度のそれぞれの実績報告に基づき、

国及び県に返還するために増額をするものでございます。

続いて、１４ページをお開きください。３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本

台帳費２９２万０００円の増額でございます。これにつきましては、先ほど歳入のと

ころで申しましたとおり、それぞれ職員手当９万円。これにつきましては、個人カード

の日曜日の臨時窓口を設けて交付に係る者の時間外勤務手当でございます。１９節負担

金、補助及び交付金につきましては、個人番号交付事業交付金ということで、それぞれ

の事業として交付をいたすものでございます。５項統計調査費の増減につきましては、

各市町のそれぞれの統計調査に係る交付金の確定見込みにより、それぞれの費目におい

て増減をいたすものでございます。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございます。１９節負担金、補

助及び交付金で６００万円の増額でございます。これにつきましては防犯灯設置補助金

というところでございまして、今回、防犯灯設置補助金の交付要綱を改正をいたしまし
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て、防犯灯のＬＥＤ化の促進に向けて蛍光灯からＬＥＤへ切りかえることを目的とし、

補助要綱を設けておりまして、それによる増額でございます。

２目老人福祉費でございます。まず８節報償費３万円、１２節役務費０００円、委

託料１０万０００円、２０節扶助費１０８万０００円、これにつきましては、新た

に養護老人ホーム措置に係る１名分がふえましたので、それに伴いますところの経費の

増額でございます。１９節負担金、補助及び交付金、まず地域介護拠点整備費補助金

９６０万円でございます。これにつきましては、先ほど歳入のところで申しましたとお

り、うぐいす荘の既存施設の改修ということで、多床室のプライバシー保護のための改

修工事でございます。地域介護⋞福祉空間整備費補助金２６８万０００円につきまし

ても、先ほど申しましたとおり、介護者の負担を軽減するための機器、設備の整備に係

る補助金として増額をいたしておりまして、あやめ苑、うぐいす荘、によん神河へそれ

ぞれ補助をいたすものでございます。

続きまして、３目心身障害者福祉費１８６万０００円の減額でございます。これに

つきましては、中播福祉会管理運営費等補助金の減額でございまして、平成２７年度決

算を受けまして繰越金が確定したことに伴いまして、本年度の各町からの負担金を減額

ということになったために今回補正するものでございます。

続いて、１４ページをお願いいたします。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、１

３節委託料５０万円の増額でございます。縁結び事業委託料ということで、第２回目の

消防団員限定の婚活イベントの委託料を増額をいたしております。これにつきましては、

第１回目が大変好評だったということと要望が強いという中で増額をいたすもので、１

０月後半から１２月の間で予定をいたしております。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生費でございます。１９節負担金、補助及

び交付金で、公立神崎総合病院事業会計補助金２５１万０００円の増額でございます。

これにつきましては、歳入のところで申しましたとおり、北館改築に際しまして、北館

の２次診断に係る部分の補助金として国から受け入れた補助金を病院事業会計へ補助す

るべく増額をするものでございます。続きまして、水道事業会計補助金４８万０００

円の増額でございます。これにつきましては企業会計の経営戦略の策定経費に係るもの

で、繰り出し基準で経費の２分の１を一般会計から繰り出すということの中で計上をい

たしております。

２目健康づくり対策費１０５万０００円でございます。１１節需用費３６万００

０円、１３節委託料６９万円の増額で、これにつきましては、本年１０月から１歳児未

満のＢ型肝炎予防接種が３回の定期接種ということとなったことに伴いまして、そのワ

クチン購入と接種委託料を６０人見込んで今回増額補正をいたすものでございます。

３項清掃費、２目し尿処理費６４万０００円の増額でございます。これにつきまし

ては下水道事業会計補助金でございまして、企業会計における経営戦略策定経費に係る

もので、繰り出し基準でその経費の２分の１を一般会計から繰り出すこととなりますの
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で、それを増額するものでございます。

５款農林水産業費、３項水産業費、１目水産業振興費５０万円の増額でございます。

これにつきましては、寺前漁協補助金として増額をいたすものでございます。

６款商工費、１項商工費、２目観光振興費でございます。まず１１節、２１３万０

００円の増額でございます。これにつきましてはグリーンエコーの修繕料でございまし

て、男女浴槽のタイル、そして汚水処理施設の修繕でございます。続きまして、１３節

委託料、まず清掃業務委託料でございます。３２万０００円の増額、これにつきまし

てはグリーンエコーに係るものでございまして、地下タンクの清掃でございます。続き

まして、設計業務委託料６５万円、そして工事請負費６５０万円につきましては、グリ

ーンエコーの体育施設等のトイレの改修に係るものでございまして、当初予算では直営

工事として計上をいたしておりましたが、県の補助事業である外国人観光客受け入れ基

盤整備事業ということで採択を受けるべく、実施主体を町観光協会へ変更いたしたこと

に伴いまして、その部分につきまして減額をいたしまして、１５ページの負担金、補助

及び交付金４７５万０００円の外国人観光客受け入れ基盤整備事業負担金として町観

光協会へその工事負担金として支払うというところの中で、予算の組み替えをいたした

ところでございます。

続きまして、１５ページの３目大河内高原整備費でございます。まず１３節委託料、

峰山高原環境保全対策調査業務委託料３６１万０００円でございます。これにつきま

しては、当初は大河内高原利用促進協議会の中で対応するということで予算化はいたし

ておりませんでしたが、このたび県と協議の中で、専門家による環境保全対策とその調

査が必要であるということの中から、今回その委託料を増額をいたすものでございまし

て、これにつきましては工事の前年、そして工事中、そして工事が終わってからの２年

間ということで４年間の調査が必要だということで、今後もこの経費については計上を

いたす予定といたしておるところでございます。続きまして、測量等委託料１９４万

０００円減額、設計業務委託料１６９万０００円減額、これにつきましてはスキー場

整備に係るもので、支出見込みにより減額をいたしまして、その下の工事請負費へ振り

かえるものでございます。工事請負費１６３万０００円の増額でございます。１９

節負担金、補助及び交付金８００万、電線張りかえ移設工事の負担金ということで、

これもスキー場整備に係るもので、支出見込みにより減額をいたし、工事費へ振りかえ

るものでございます。

７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費７００万円の増額でございます。

これにつきましては、道路橋梁修繕工事請負費ということで、それぞれの路線で関係者

との協議が調ったものについて今回補正をいたすものでございます。町道寺前停車場線

の舗装延長が４１０メートル、そして町道作畑⋞新田線の緊急的な舗装が５４０メート

ル、以上を計上をいたすものでございます。

３項河川費、１目河川費３００万円の増額でございます。これにつきましては河川改
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修工事請負費でございまして、現在、橋梁長寿命化修繕工事ということで、川上、イリ

スミ橋を修繕工事をいたしておるところでございますが、イリスミ橋の保護、保全を強

力に行うために、その上流の右岸側の護岸を改修することによってイリスミ橋を保護を

するということになりますので、同時に工事を行うという中で今回補正をいたすもので

ございます。

５項住宅費、２目住宅建設費でございます。まず１５節工事請負費、カクレ畑施設整

備工事請負費１６８万円の増額でございます。これにつきましては、カクレ畑に送って

おります水道の施設でございまして、現在ろ過装置が設置をしておるわけですけども、

冬季になるとどうしても凍結するという中で、凍結防止のための建屋の設置を行うとい

う中で増額をするものでございます。１９節負担金、補助及び交付金でございます。さ

との空き家活用支援事業補助金で４００万円の増額、これにつきましては２件分の増額

を計上をいたしております。神河町ＩＴ関連事業所支援事業補助金１０２万円でござい

ます。これにつきましては、県の補助事業としてあります多自然地域ＩＴ関連事業所振

興支援事業、２分の１補助に係る補助金につきまして、今回新たに希望をされている事

業所の方がおられるという中で、町としても町の補助要綱を設置しながら県の補助に上

乗せした形の補助をしていこうという中で、今回増額をいたすものでございます。

８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費でございます。委託料５万０００円の

増額でございます。これにつきましてはシステム改修委託料ということで、現在、姫路

市の消防局で運用してます姫路市Ｅメール災害連絡システムによりまして、神河町のほ

うに火災等の情報が送られてきております。それを、ひょうご防災ネットの登録者に自

動的に転送するためのシステムを今回改修をするというところで、郡内３町で実施をし

ていくという中で、神河町の委託料相当分を今回計上するものでございます。

９款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園費１万円の増額でございます。扶助費でござ

いまして、これにつきましては、歳入のところで申しましたとおり、新たに生活保護に

認定された世帯の園児に係る実費徴収金、幼稚園で使います材料代あるいは遠足代等の

部分に対して給付するものでございます。

続いて、１６ページをお開きください。５項社会教育費、１目社会教育総務費１７０

万円の増額でございます。これにつきましては、歳入のところで申しました国庫補助事

業の埋蔵文化財緊急発掘調査事業の事業費が２６０万円の増額、そして県の補助事業で

ありますふるさとづくり推進事業が９０万円の減額、合わせまして１７０万円の増額で

ございます。内容について説明をいたします。

７節賃金１４万０００円につきましては臨時職員賃金で、資料等の整理ということ

で埋蔵文化財の国庫補助事業の対象事業費です。８節報償費１２万円、これにつきまし

ても埋蔵文化財の国庫補助事業の対象事業費です。９節旅費１４万０００円、これに

つきましても国庫補助事業対象経費でございます。１１節需用費５８万０００円、こ

れにつきましても埋蔵文化財の国庫補助事業費でございます。１３節でございます。ま
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ず史跡保存整備委託料４０万円の減額でございます。これにつきましては、当初ふるさ

とづくり推進事業で計上をいたしておりまして、今回は４０万円減額するものでござい

ます。続いて、埋蔵文化財調査委託料１０９万０００円の増額でございます。これに

つきましては、ふるさとづくり推進事業で当初委託料として５０万円を計上しておりま

したので５０万円の減額、そして今回の埋蔵文化財緊急発掘調査の補助対象事業として

１５９万０００円を増額でございます。その内容につきまして、発掘調査に係る部分

が１２７万円、そして土の剥ぎ取り、土層の剥ぎ取りにつきまして３２万０００円と

なっておりまして、それぞれ予算の組み替えをいたしておるところでございます。

続きまして、２目公民館費、１１節需用費１８万円の増額でございます。これにつき

ましては修繕料で、視聴覚室のブラインド取りかえ修繕でございます。３目社会教育施

設運営費でございます。これも需用費７万０００円の増額で、修繕料で白林陶芸館の

ガス窯の設備の修繕でございます。

続きまして、６項保健体育費、１目保健体育総務費でございます。１２万０００円

の増額、これにつきましては、このたび全国、そして近畿のスポーツ推進委員のそれぞ

れ功労表彰受賞ということで、それの授賞式の参加経費でございます。まず、全国で表

彰を受けられるのは、中川一弥委員長、そして近畿で表彰を受けられるのは増山ひろみ

委員でございまして、それぞれ出席を、参加をするという中での今回の増額でございま

す。

続いて、２目体育施設管理費委託料１０万円の増額、工事請負費１０万円の減額でご

ざいまして、清掃維持管理委託料といたしまして、町民体育館の男女の更衣室、玄関ホ

ール、廊下等の清掃委託を今回追加で行うべく、予算のそれぞれ工事費の支出見込みに

よりまして減額をいたしたものをそちらのほうに振りかえる予算をいたしたところでご

ざいます。

３目学校給食費、扶助費０００円の増額でございます。これにつきましては、先ほ

ど幼稚園費のところで申しました生活保護に認定された世帯の園児に係る実費徴収金と

いうことで、学校給食費に対して給付をするものでございます。

１０款公債費、１項公債費、１目元金３７万０００円の減額、２目利子９１１万

０００円の減額、これらにつきましては、平成２７年度の借り入れが平成２８年５月末

で完了したことに伴いまして、その新規発行債の元金、利子が確定したことに伴いまし

て、今回減額をいたすものでございます。

１８ページ以降につきましては、今回の補正の給与費明細書となってございます。

以上で詳細説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。３点ばかりお尋ねしたいと思
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います。

まず、１２ページ、２款総務費、１項総務管理費の第１目一般管理費の中で、備品購

入費が０５７万ということでかなり大きな金額が上がっております。先ほどの説明で

はネットワーク機器というような説明、ちょっとお聞きしたように思うんですけども、

もっと少し具体的に教えていただけませんか、それがまず１点。

２点目は、８目の諸費、同じページです。８目の諸費のほうで、町税の過誤納等の還

付金が２２０万補正が上がっております。補正後で５２０万になるという説明でしたけ

ども、余りにちょっと金額が大きいんではないかなと思うんですけども、その辺の説明

をお願いしたいと思います。

３点目につきましては、１３ページ、３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福

祉総務費の防犯灯設置費の補助金６００万なんですけども、この交付要綱の規定の適用

日が平成２６年の４月１日ということでお聞きしてます。規定内容が遡及するというこ

とはよくあることではあるんですけども、住民にとって有利になる変更内容の遡及です

から差し支えないといえば差し支えないんですけども、余りにやっぱり期間が長過ぎる

んではないかなと。遡及する期間はせいぜい数カ月というのが一般的で、例えば会計年

度の開始日、例えば４月１日からとか、それからあと暦年の最初の１月１日からという

のは一般的にあるんでしょうけども、２年半も前にさかのぼってというのは少し行き過

ぎではないかなとやっぱり皆さん考えられると思うんです。特に行政に携わっておられ

る方が考えれば、その方が持っておられる感覚としてはそう思うのは当然でないかなと

私は感じるんですけども、その辺について、事務事業の担当である住民生活課の課長と

財政担当の特命参事のお考えをお聞きしたいというように思います。

以上３点、よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。まず１点目

の備品購入費の増額でございます。内訳を申し上げます。当初予算で計上をいたしてお

りました公会計に係る部分が２９７万０００円が減額になっておりまして、そのかわ

りに、先ほど申しましたセキュリティーのネットワーク関係といたしまして、ネットワ

ークのハードウエアが３１７万０００円の増額、そしてメールサーバーのハードウ

エアとして７３４万０００円の増額、それと、ファイルの受け渡しを安全化するため

のハードウエアの費用として３０２万０００円の増額、これらで０５７万円の増額

になっております。

○議長（安部 重助君） 次に、税務課長。

○税務課長（和田 正治君） 税務課、和田でございます。先ほどの町税過誤納の還付金

についてのお尋ねでございますが、当初３００万円を予定をいたしておりました。既に

２００万を超えておる状況でございまして、その中の内訳といたしまして、固定資産税

の長期間にわたる過誤納金が発生しておるのが１点、また個人の住民税の、それも数年

－７４－



にわたるさかのぼりの還付金が予想以上に多く出たということで既に２００万余り、そ

の他を入れますと２００万を今超えておる現状でございまして、先ほど特命参事の説明

にもありましたように、今後の法人税の還付であるとか個人住民税の還付を想定します

と、あと２２０万余り足りないのではないかなということで今回上げさせていただいて

おるところでございます。

○議長（安部 重助君） 次に、住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課の吉岡です。ＬＥＤ防犯灯の遡及期間が長

いのではないでしょうかという御質問のお答えでございます。

この遡及期間につきましては、おっしゃるとおり２６年４月１日にさかのぼるという

ことで、これは長谷エリア、川上区、長谷区全域、渕区全域、栗区全域が２６年度から

取り組まれて、約２７０基を一気にＬＥＤにかえられたということであります。これに

ついての遡及ということで、これにつきましては政策調整会議がありまして、これは役

場の中での検討をさせてもらったんですけども、その中で特に地球温暖化防止という中

で、昨年でしたかね、１２月に、世界規模の話にはなりますけども、ＣＯＰ２１、これ

が２７年１２月に行われまして、この中で日本もパリ協定を守るということで地球温暖

化対策に取り組むと。そして、それに基づいて日本の環境省が２８年度から地方公共団

体カーボン⋞マネジメント強化事業というのをつくりまして、神河町役場も手を挙げ、

省エネ化につながる、例えば冷房装置なんかのやりかえをすると３分の２の補助金が当

たるという非常にありがたい話があるんですが、これも、もとをいうと地球温暖化対策、

ＣＯ２ 削減ですね、これにつきましてやろうということであります。

町を挙げてＬＥＤ防犯灯に切りかえることに支援をしようということで、議論を政策

調整会議の中でやった中で、確かに２年という長きにはありますが、公共の福祉のため

に非常に寄与を長谷エリアがしたんで、これはひとつ、２年というさかのぼりは長いん

ですけども、地方公共団体、神河町役場の判断により、やろうということで合議をした

ということでございます。以上であります。

○議長（安部 重助君） ほかに。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。この防犯灯

設置の補助金に係る政策調整会議につきましては、財政として参画をいたしておるとこ

ろでございまして、遡及適用については、財政的には非常に苦しいという中で議論をさ

せていただく中で、やはり町が率先してＬＥＤ化に向けて取り組むという姿勢の中で、

先行してやられておられる地域、地域住民の安全のためにやられてる部分については、

極力そういう部分については支援をしていくべきだろうという中で議論の進む中で、何

とか財源を確保しながらその部分についても遡及適用をしていこうということで考えて

おりまして、この予算の中にも歳入の中にも計上しておりますように、その部分につき

ましてはＬＥＤ化の設置に係る部分といたしまして宝くじの市町交付金というものがご
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ざいますので、それを充当しながら今後も推進に当たっていくというところで、防犯灯

設置補助に係るＬＥＤ化につきましては、遡及適用も含めて今回の補正に上げさせてい

ただいたというところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかに質疑ございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。防犯灯の関係なんですけども、されて

いく地域は別に長谷地域だけじゃないと思うんで、町内全体に防犯灯幾つあるのか、当

然、区の部分あると思いますけども、把握されてる量が何ぼあるのかということと、も

う１点、スキー場関係でございます。当初予算では８億０００万での事業ということ

で、ちょっと２億０００万ぐらい増額というようなことも聞いてますけども、約２６

％ほど増額になるのに組み替えだけで対応できるのかと思います。議会が認めてるのは

あくまで８億０００万なんで、これ組み替えすることによってほかの事業がどのよう

な形で減増されていくのか、その部分について教えていただきたいと思います。その２

点でございます。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民課の吉岡です。防犯灯につきましては、全区で私

が知ってます数字は５３６です。そして役場の直接管理が１９６です。こういう数字

です。

２６年４月１日以降に、例えば使える蛍光灯の防犯灯をＬＥＤにかえたと、使えるけ

どかえたと、これについてもさかのぼるということで考えております。以上であります。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） スキー場関係予算につきまして

は、今回、財政特命参事のほうが御説明申し上げましたとおり、平成２８年度予算の中

で６億円に対しての中身の変更でございます。

そして、そのお聞きになっておられる次年度以降の分についてどうするんだという部

分については、一応８億０００万の辺地対策事業費については認められているという

ことですが、さきの委員会で申しましたように、２億０００万円の増額部分について

は、それについては一時的に一般財源を充当させていただきまして、その分、指定管理

者側からお金をいただくということで、次年度予算については、現在のところ総額その

ふえた分の予算の部分を計上していきたいというふうには考えております。

○議長（安部 重助君） ほかに質疑ございませんか。ほかございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

ここでお諮りします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第７１号議案は、総務文教常任委員会

に審査を付託することに決定しました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を３時５０分といたします。

午後３時４０分休憩

午後３時５０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

日程に入る前に、先ほどの第７１号議案の説明の中で訂正の申し出がございましたの

で、ここで許可します。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。先ほど一般

会計の３号補正で説明いたしましたところで一部誤りがございましたので、訂正をさせ

ていただきます。

１５ページをお開きください。その中で、７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋

梁維持費の中で、町道作畑⋞新田線の舗装の延長を５４０メートルと申しましたが、２

００メートルの誤りでございました。おわび申し上げまして、訂正をさせていただきま

す。

○議長（安部 重助君） 以上、訂正がございましたので、御了承願います。

それでは、日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第１４ 第７２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第７２号議案、平成２８年度神河町介護療育支援

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第１号）でござ

いまして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入におきまして前年度繰越金２９４万０００円を、歳出では同額

を予備費に計上いたしております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ２９４万０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４

１６万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第１５ 第７３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１５、第７３号議案、平成２８年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）でござ

いまして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入では、国庫支出金で１１８万０００円の増額、これは平成３０

年度に国保の保険者が県に変更になる関係で、電算システム構築のための補助金でござ

います。繰越金で、平成２７年度の繰越金確定により８７９万０００円を増額して

おります。

歳出では、総務費のプログラム開発委託料１１８万０００円の増額、これは、歳入

で説明いたしました電算システム構築の国庫補助金を委託料として歳出します。保健事

業費の人間ドック検診補助金１４万０００円の増額、諸支出金の療養給付費負担金返

還金１１３万０００円の増額、同じく特定健康診査等負担金返還金の国庫分２１万

０００円の増額、同じく療養給付費交付金返還金で退職者医療分として１２万００

０円の増額、同じく特定健康診査等負担金返還金の県費分２４万０００円の増額。今

回、歳入歳出補正額の相殺額を財政調整基金積立金として６９３万０００円の増額

でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９９８万０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億４６０万０００円とするも

のでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。質疑ございませんか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。今回、財政調整基金の積み立

てということで６９３万０００円を積み立てるということでございます。この積み

立てによって国保の財政調整基金の残高は幾らになりますでしょうか、教えていただけ
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ればと思います。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 約１億０００万でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第１６ 第７４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１６、第７４号議案、平成２８年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）でご

ざいまして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するもので

ございます。

補正の内容は、歳入におきまして、前年度繰越金１１８万０００円を、歳出では、

同額を広域連合保険料負担金に計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１１８万０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億９１３万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第１７ 第７５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１７、第７５号議案、平成２８年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は、平成２８年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）でございま

して、第１号補正予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

歳入につきましては、平成２７年度決算による支払い基金交付金及び繰越金の増額補

正が主なものでございます。歳出につきましては、平成２７年度決算による国⋞県負担

金等の精算に伴う償還金及び予備費の増額補正と、介護保険給付費準備基金の減額補正

が主なものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４１万０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億０９１万０００円とするも

のでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。第７５号議案の詳細

について御説明申し上げます。事項別明細書以下で説明させていただきますので、４ペ

ージをごらんください。

歳入でございます。５款１項１目介護給付費交付金２９３万０００円の増額です。

これは決算による支払い基金交付金過年度分でございます。９款１項１目繰越金６４７

万０００円は、前年度の繰越金でございます。

続きまして、歳出でございます。１款２項１目負担金、補助及び交付金０００円の

増額、国保連合会情報交換業務の負担金でございます。５款１項２目償還金０９３万

円の増額、これは平成２７年度事業実績に伴う国県負担金等の償還金でございまして、

国庫が８４８万０００円、県費が２２８万０００円、支払い基金が１６万０００

円の総額０９３万円でございます。６款１項１目介護給付準備基金積立金３２５万の

減額、決算に伴う調整金でございます。７款１項１目予備費１７３万０００円の増額

でございます。これは介護保険認定審査会運営費に係る経費でございます。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第１８ 第７６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１８、第７６号議案、平成２８年度神河町土地開発事業
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特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）でございま

して、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入におきまして前年度繰越金７１万円を、歳出では同額を予備費に

計上いたしております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０１万０００円とす

るものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第１９ 第７７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１９、第７７号議案、平成２８年度神河町老人訪問看護

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）でござ

いまして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入におきまして前年度繰越金２７２万０００円を、歳出では同

額を予備費に計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２７２万０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

４８４万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑、特にないようでございますので、質疑を終結します。
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なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２０ 第７８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２０、第７８号議案、平成２８年度神河町産業廃棄物処

理事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１号）でご

ざいまして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入におきまして前年度繰越金８２３万０００円を、歳出では同額

を予備費に計上いたしております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ８２３万０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７

９７万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２１ 第７９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２１、第７９号議案、平成２８年度神河町寺前地区振興

基金特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）でござ

いまして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入では、各地区からの申請によりまして振興基金繰入金を８９５万

０００円、基金運用における国債購入、譲渡収益によりまして利子及び配当金を４１

７万０００円増額いたします。その増額分を、歳出、振興基金費積立金に４１７万

０００円を増額し、基金に積み立てます。また、地域振興費負担金、補助及び交付金と

して３地区の施設整備事業に８４５万０００円を増額、寺前漁協の補助金として一般
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会計への繰出金５０万円を増額いたします。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１３万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ０４３万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。地域振興費の負担金及び補助金関係な

んですけど、たしか３地区と言われたんですけど、どこどこか教えていただけますか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。まず生活基

盤整備事業補助金につきましては、比延の町道中河原線の落石防止柵でございます。そ

れからもう一つは、宮野の祇園神社横の石積み修繕というふうになっております。それ

からもう一つは、このスポーツレクリエーション施設整備事業補助金につきましては、

宮野地内の屋台の補修、修繕となっております。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。先ほど言う

た中で、祇園神社横、石積み修繕については上小田地区の間違いでした。すいません。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２２ 第８０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２２、第８０号議案、平成２８年度神河町水道事業会計

補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町水道事業会計補正予算（第２号）でございまして、第

１号補正予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、経営戦略の策定と上下水道台帳窓口システムのデータ更新業務でござ

います。経営戦略策定については、平成２９年度から水道事業の高料金対策に要する経

費に係る地方交付税措置の要件となることから、平成２８年度中の策定が必要となった
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ためでございます。上下水道台帳窓口システムにつきましては、長期間データの更新が

実施されておらず、窓口業務に支障を来すおそれがあることにより、データ更新業務を

行います。

予算第３条の収益的収入の予定額で、経営戦略策定に要する経費の２分の１が繰り出

し基準により一般会計補助金となるため４８万０００円の増額、収益的支出の予定額

は、経営戦略策定費が９７万０００円、上下水道台帳窓口システムのデータ更新費用

が３３万０００円で、合計１３０万０００円を増額し、予備費８２万０００円を

減額いたします。

次に、予算８条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を４８万０００

円増額し、合計８７９万０００円に補正するものです。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。今、町長のほうからあったことについ

て、少し教えていただきたいというような質問になります。

まず、経営戦略の策定ということがこの一般会計の補助金の一つの要因になって事業

を展開されるんですが、その目的が、高料金対策として今交付税措置がされております、

いわゆるそれに備えるためだと、改正があるんですね、その分、ちょっとわかってる範

囲で教えていただけませんか。

○議長（安部 重助君） 上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課、中島です。総務省のほうの通達によりま

して、今現在、今年度ですと、予算として高料金対策補助として０５３万０００円

の収入を見込んでおります。これが、今年度この経営戦略を立てないとこのお金を出せ

ませんよというような話がありましたので、急遽この２８年度中にこの経営戦略を立て

て、今後の経営状況、それを示して、今組んでます高料金対策補助金を収入といいます

か、そのまま、また交付税のほうで収入したいがために補正をさせていただいて、今年

度作成するものでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２３ 第８１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２３、第８１号議案、平成２８年度神河町下水道事業会

計補正予算（第２号）を議題とします。
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上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）でございまして、

補正（第１号）以降、補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正内容については、先ほどの水道事業会計と同じで、経営戦略の策定と上下水道台

帳窓口システムのデータ更新業務でございます。経営戦略策定については、平成２９年

度から水道事業の高料金対策に要する経費に係る地方交付税措置の要件となることから、

平成２８年度中の策定が必要となったためでございます。上下水道台帳窓口システムに

つきましては、長期間データの更新が実施されておらず、窓口業務に支障を来すおそれ

があることにより、データ更新業務を行います。

予算３条の収益的収入の予定額で、経営戦略策定に要する経費の２分の１が繰り出し

基準により一般会計補助金となるため６４万０００円の増額、収益的支出の予定額は、

経営戦略策定費が１２９万０００円、上下水道台帳窓口システムのデータ更新費用が

２２万０００円で、合計１５２万円を増額し、予備費８７万０００円を減額いたし

ます。

次に、予算８条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を６４万０００

円増額し、合計４億６４万０００円に補正するものです。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） すいません。先ほど町長が提案説明をされたんですけ

ども、一部文言が違っておりまして、途中の、経営戦略策定については平成２９年度か

ら水道事業の高料金対策というふうに言われましたけども、この部分については、平成

２９年度から下水道事業の高資本費対策費補助というところで文言を訂正していただき

たいと思います。

まことに申しわけありません。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 水道事業から下水道事業いうことですね。

○上下水道課長（中島 康之君） はい。水道事業から下水道事業というところと、高料

金対策のところが高資本費補助という文言に訂正していただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 以上、訂正がございました。

質疑を受けます。質疑のある方、どうぞ。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。
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なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２４ 第８２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２４、第８２号議案、平成２８年度公立神崎総合病院事

業会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）でございまし

て、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

第３条予算では、経費において職員被服費で事務員の制服を更新するため６７万０

００円を増額いたします。また、国土交通省の住宅⋞建築物安全ストック形成事業によ

り病院北館の耐震診断を行うため、医業外収益において他会計負担金２５１万０００

円を増額し、医業費用の経費で北館耐震診断業務委託料として６４２万０００円を増

額するものでございます。これらの財源として予備費を４５７万０００円減額いたし

ます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）の詳細説明をさせていただきます。

予算実施計画で説明をさせていただきますので、２ページをごらんいただきたいと思

います。収益的収支の１款病院事業収益の２項医業外収益、１目負担金交付金では、国

土交通省の住宅⋞建築物安全ストック形成事業により、現北館の耐震診断を実施いたし

ます。この交付金事業につきましては住民生活課が窓口となり交付申請することから、

一般会計で受け入れ、その額を病院会計において他会計負担金として受け入れることで、

交付基礎額の２分の１の２５１万０００円を増額いたしております。

３ページをお願いします。収益的支出の１款病院事業費用、１項医業費用、３目経費

につきましては、事務の女性職員の冬服につきまして、現在の制服につきましては平成

２５年１０月に更新し、平成２８年５月まで３シーズンを経過しております。破損もひ

どく、また職員の入れかえもある中で、現在の制服が製造されてないということから、

今回更新するため職員被服費３２着分の６７万０００円を増額、また委託料におきま

して、先ほど収益的収入で説明いたしました北館の耐震診断業務を実施することから、

－８６－



６４２万０００円を増額いたしております。これらの財源としまして、予備費を４５

７万０００円減額しております。

４ページは、キャッシュフロー計算書を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。１点教えていただきたいと思

います。先ほど一般会計の中でも説明ありましたが、この耐震診断するために国からの

補助金が２分の１出るということで、それを病院会計のほうに移してということでござ

います。となれば、この国の補助金が２５１万０００円でございますので、単純に考

えますと５００万円余りが事業費になるんかなと思うんですが、この今の補正額を見ま

すと６４２万０００円ですか。ということは、１００万円余りの補助の対象にはなら

ない経費があるんじゃないかというふうに思うんですが、その辺のこの委託料の内容に

ついて教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。交付基礎

額のところだとは思いますが、現在の北館の面積が３９ ９平方メートルございます。

この北館の面積に対しまして、それぞれ０００平方メートルまでが単価０６０円、

それと０００平米から０００平米までが単価５４０円、０００平米を超える分

につきましては０３０円という単価が定められておりまして、それを積み上げた額が

５０３万８０７円となります。この分につきましての２分の１ということになります。

現在予定しています事業費が６４２万０００円ですが、どちらか低いほうということ

になりますので、先ほど申し上げました５０３万８０７円が交付の基礎額となります

ので、その２分の１ということで交付金が入ってくるということでございます。以上で

ございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。ただいま病院の職員の制服の更新と

いうふうなこと伺ったんですけども、さきの委員会で、病院のあれは看護師さんという

ことだったんですけど、ほかの職員の方もそういったことがあるんじゃないかと思うん

ですけども、胸のポケットにペンとかいろんなもんを携帯されておりますので、刺しゅ

うの名札が隠れて見えないというふうな意見があったんですけども、そのときの答弁で

は、また持ち帰って事務局で相談するというふうな答弁いただいてるんですけども、制

服更新されるのであれば、そういったことも配慮の上の更新なのでしょうか。

○議長（安部 重助君） 病院総務課長。
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○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。その点に

つきましては、先日の委員会の後、特に看護部のほうだったとは思うんですが、看護部

長に報告しまして、早急にその対応をしていただいております。

それと、今回の制服につきましては事務の職員ということで、ふだんここに我々つけ

てますこういった名札、またもう少し小さい名札、この大きい名札が業務上ちょっと支

障がございます。部署によっては支障が出てくるとこは小さい名札をつけております。

その辺でボールペン等で名札が見えないというところでは、その事務の制服はございま

せん。ポケットの前に名札がついてますので、それはちゃんと見えるようにはなってお

ります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。ちょっと忘れてたと思うんですけど、

この北館、もう近々改築するんですけども、あえてこれをするメリットはどこにあるん

でしょうか。

○議長（安部 重助君） 病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。そのメリ

ットということなんですが、来年度、北館改修をするに当たりまして、約６００万な

り７００万程度の交付金が入るということになってきます。それも条件がございまし

て、Ｉｓ値、耐震の診断の数値でございますが、そのＩｓ値が ６未満であればという

ところなんですが、今現在のところ、１次審査で ４５から ５４という数字も出てお

ります。ですので、交付金をもらおうとすれば２次診断が必要というところで、この２

次診断の結果につきましても、当然 ６未満の数値が出てくるという見込みをいたして

おります。その中で今回耐震診断を行って、来年度から行います改修につきまして、

６００万程度の交付金をいただけるものというところで実施いたすものでございます。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。日程の途中ですが、本日の会議はこ

れで延会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。本日はこれで延会することに決定

しました。

次の本会議は、あす９月７日午前９時再開いたします。
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本日はこれで延会いたします。どうも御苦労さんでした。

午後４時３３分延会
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